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序     文 
 

「パレスチナ母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェクトフェーズ２」は、パレスチ

ナ自治区全域を対象として、母子保健・リプロダクティブヘルスサービスの改善を目的に、2008
年 11 月から 4 年間の協力として開始されました。本プロジェクトは、2005 年から 2008 年に実施

され、パレスチナ版母子健康手帳の作成及びパイロット県での試行を行った「母子保健に焦点を

当てたリプロダクティブヘルス向上プロジェクト」の成果を引き継ぐもので、母子健康手帳の利

用を自治区全域に拡大すること、また母子健康手帳を活用した母子保健・リプロダクティブヘル

スサービスの質の向上を支援しています。パレスチナにおいては、保健庁以外にも国連機関であ

る UNRWA、国際 NGO 等が周産期にかかわる保健医療サービスを提供しており、本プロジェク

トにおいてはさまざまな関係者との協働の下、活動に取り組んでいます。 
今般、本プロジェクトの終了を約 5 カ月後に控え、パレスチナ側と合同でこれまでのプロジェ

クトの活動実績・成果を評価し、評価結果から提言・教訓を導き、今後の協力のあり方への提言

を行うことを目的として、2012 年 6 月 24 日から 7 月 12 日まで、終了時評価調査団を派遣いたし

ました。 
本報告書は、同調査団が実施した調査結果を取りまとめたものです。 
ここに、本調査にあたりご協力を賜りました関係各位に深甚なる謝意を表しますとともに、今

後のプロジェクトの実施･運営に際し、引き続きご指導、ご協力頂けますようお願い申し上げま

す。 
 
平成 25 年 8 月 

 
独立行政法人国際協力機構 

人間開発部長 萱島 信子 
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評価調査結果要約表 
１．案件の概要 

国名：パレスチナ 案件名：母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェ

クトフェーズ２ 

分野：保健医療 援助形態：技術協力プロジェクト 

所轄部署：人間開発部 
保健第一グループ保健第一課 

協力金額：3.3 億円 

協力期間 （R/D）： 
2008年11月〜2012年11月 

先方関係機関：パレスチナ自治政府保健庁 

日本側協力機関：なし 

他の関連協力：無償資金協力「パレスチナ人児童の感染症

対策改善計画」（UNICEF 連携） 

１－１ 協力の背景と概要 

政治的及び治安上の問題により、パレスチナ人は領土内の移動にも制限が課されており、こ

のためパレスチナ自治区では医療サービスを受けるにあたっても大きな制約を受けていた。パ

レスチナにおける乳児死亡率は 25.3（対 1,000 出生）であり、5 歳未満児の約 10％が発育不全に

ある。乳児の死亡原因の 16.7％が未熟児や低体重にあり、母子保健とリプロダクティブヘルス（Maternal
and Child Health/Reproductive Health：MCH/RH）サービスの充実と適切な医療サービスの利用拡

大の必要性が示唆されていた。 
これら課題に対処するため、パレスチナ自治政府は日本政府に対して技術協力の実施を要請

し、JICA は「母子保健に焦点を当てたリプロダクティブヘルス向上プロジェクト」を 2005 年 8
月から 2008 年 7 月にかけて実施した。このプロジェクトにおいて、JICA はパレスチナ保健庁と

ともにパレスチナ版母子健康手帳とその活用にかかるガイドラインを策定するに至った。ジェ

リコ県及びラマラ県における試行、検証を経て、保健庁は母子健康手帳の利用を自治区内全域

に拡大することを決定し、ヨルダン川西岸地区にある保健庁、国連パレスチナ難民救済事業機

関（United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees：UNRWA）、非政府組織（NGO）

傘下のプライマリーヘルスケア（Primary Health Care：PHC）センターへの配布が 2008 年 4 月に

開始された。しかしながら、母子健康手帳の活用とリプロダクティブヘルスサービスの改善、

さらには中長期的戦略及び戦略的保健計画に基づいた質の高い医療サービスを実施していくに

あたり、引き続き保健庁への技術的支援が必要とされていた。 
このような状況を受け、MCH/RH 改善のための要請が日本政府に提出され、2008 年 11 月より

「母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェクトフェーズ２（以下、「本プロジェクト」）」

が 4 年間の予定で開始された。 
 
１－２ 協力内容 

本プロジェクトは、パレスチナ全域における MCH/RH サービスの向上をめざし、フェーズ１

において作成・パイロット地域で導入された母子健康手帳をパレスチナ自治区全域に普及・定

着するとともに、母子健康手帳を活用した質の高い周産期ケアの提供をめざし、PHC センター

スタッフの技能強化を行うものである。 
 



 

ii 

（1）上位目標 
パレスチナ自治区全域における女性と子どもの健康が改善される。 

 
（2）プロジェクト目標 

パレスチナ自治区全域における MCH/RH サービスが改善される。 
 
（3）成果 

1）母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。 
2）保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識及び技術が強化される。 
3）国家母子健康手帳調整委員会（National Coordination Committee：NCC）が母子健康手帳

にかかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機能する。 
4）地域住民の MCH/RH に関する知識・意識が向上する。 
5）プロジェクト活動のモニタリング及び評価を通じ、プロジェクトの実施がより一層強

化される。 
 
（4）投入（評価時点） 

日本側：総投入額 約 3.3 億円 
・専門家派遣：延べ 18 名（長期専門家：5 名、短期専門家：13 名） 
・機材供与：シミュレーター、骨盤モデル、胎児心音計、血圧計、腹囲測定用メジャーな

どの研修機材。また、超音波診断装置の供与は研修終了後に協議予定。 
・在外事業強化費：107,210,510 円（プロジェクト終了時点の見込額） 

研修員受入：母子健康手帳マネジメント研修に 7 名 
パレスチナ側： 
・パレスチナ側プロジェクト人材の配置 
・ラマラ保健庁アネックス施設内プロジェクト事務スペースの提供 
・プロジェクト事務スペースの水道光熱費 
・運営費用の予算計上 
・その他プロジェクト活動に必要な経常経費 

２．評価調査団の概要 

 調査者 担当分野 氏 名 所 属 

団長/総括 瀧澤  郁雄 JICA 人間開発部 保健第一グループ 保健第一課 課長 

協力企画 金子  菜絵 JICA 人間開発部 保健第一グループ 保健第一課 職員 

評価分析 井上  洋一 ㈱日本開発サービス 調査部 主任研究員 

調査期間  2012 年 6 月 24 日〜7 月 15 日 評価種類：終了時評価 

３．評価結果の概要 

３－１ 実績の確認 

（1）成果 1 
成果 1 は、サービス受益者である女性/母親が自身と子どもが受けた母子保健サービスの

記録を携行・確認できること、さらには健康教育やこれに関するコミュニケーション、標
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準化された母子保健サービスを受けるための共通のハンドブックとして、パレスチナ全域

での母子健康手帳の普及と活用をめざすものである。このため、成果 1 の指標については、

母子健康手帳の配布及び活用の状況を確認するものとなっている。終了時評価時点で達成

できていない項目もいくつかあるものの、配布率については、ヨルダン川西岸地区での適

正配布がなされていることが確認されたほか、プロジェクトが直接介入を行わなかったガ

ザ地区においても、パレスチナ側の積極的な取り組みにより高い配布率を示していること

は特筆に値する。このため、成果 1 の全体の達成度としてはおおむね高いと考えられる。

本プロジェクトでは、効果的な母子健康手帳運用を実現するために、プロジェクト開始

後は母子健康手帳マニュアル“The Palestine National Manual for MCHHB”を策定し、運用方

法の標準化と母子健康手帳運用に関する研修を行った。これによって、ヨルダン川西岸地

区では、終了時評価時点までに保健庁、UNRWA 及び主要な NGO の管轄するすべての 1 次

医療施設で標準化された母子健康手帳の運用が開始されている。母子健康手帳の活用方法

の向上に関しても、上述のとおり、本プロジェクトではマニュアルによる運用や活用方法

の標準化を行い、マニュアルに基づいた研修を行ったことで、産前産後ケアや乳幼児検診

で母子健康手帳が有効に活用されていることが、調査団による直接観察やインタビューで

確認されている。指標である母子健康手帳の記入率もおおむね高い割合を示しているもの

の、病院において記入される出産時情報の項目の記載率はほかの項目と比較して低いこと

から、今後プロジェクトにより病院の記入率の向上に向けたフォローアップがなされる予

定である。また、民間の医療施設への母子健康手帳の運用導入については、活動の遅れか

ら 2012 年より取り組みを開始しているが、今後の課題として引き続きプロジェクトによる

更なるフォローアップを行う予定となっている。 
 
（2）成果 2 

成果 2 では、医療従事者への技術研修を通して、保健庁傘下のプライマリーヘルスケア

提供施設での母子保健サービスの改善に取り組んでいる。母子健康手帳の運用や活用方法

に関する研修は保健庁や UNRWA、主要な NGO の管轄する医療施設職員に対して広く実施

されている。これに加えて、本プロジェクトでは産前ケア研修を全 12 県の母子保健担当看

護師、助産師、Village Health Workers に対して実施している。なお、本プロジェクトでは産

前ケアに関する活動を優先させたが、国連人口基金（UNFPA）が産後ケアに関する研修を

実施した。これに加え、病院や PHC センターでの産後ケアは母子健康手帳に基づいて実施

されており、ガザ地区においても国連児童基金（UNICEF）の支援により産後ケア訪問がな

されている。これらのことは、プロジェクトで直接技術研修を行った産前ケアだけでなく、

周産期ケアの連続性を促進、向上させている。 
成果 2 の指標については、研修前後の確認テストによって受講者の知識・技能の向上が

確認されている。また、プロジェクトで実施した患者満足度調査・母子健康手帳の利用状

況調査において、研修を受けた医療従事者は、現場での周産期ケアサービス提供時に習得

した知識・技能を活用しており、患者/クライアントの満足度も高いことが確認された。患

者/クライアントの母子健康手帳の持参率も高く、母子健康手帳を介した患者/クライアント

間のコミュニケーションも向上している。成果 2 の指標は満たされたことから、成果 2 の

全体の達成度としてはおおむね高いと考えられる。 
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（3）成果 3 
成果 3 は、成果 1 の母子健康手帳の普及と活用を実現するための国家レベルでの調整機

能を果たす場として、NCC の機能を強化するものである。長期的な持続性、実現可能性に

ついては不確定であるが、終了時評価時点での成果 3 の達成度は高い。 
本プロジェクトでは各関係者間の調整や活動方針の決定を行う NCC と、現状分析や活動

計画案の策定を担う NCC タスクフォースの設立を支援した。NCC 及び NCC タスクフォー

スは 2009 年 4 月に保健庁によって正式に承認、活動が開始され、これまでに“The Palestine 
National Manual for MCHHB”による MCH/RH サービスの標準化並びに母子健康手帳の供

給・在庫管理の標準化を行っている。また、マニュアルによって標準化された MCH/RH サ

ービスは NCC や NCC タスクフォースでの会議によって定期的にモニタリングされている。

しかしながら、実際の事務局機能や各種実績の取りまとめ、分析はプロジェクトの補助に

よって維持されている。組織としての持続性を担保するために、何らかの経過措置が必要

となるものと考えられる。 
 
（4）成果 4 

成果 4 は、成果 1 の母子健康手帳の普及と活用、及び成果 2 医療従事者の技能強化によ

るプロジェクト目標達成を補完するものとして、母子保健サービスと母子健康手帳につい

て、女性と母親の知識、態度、行動変容に働きかけるものである。成果 4 の達成度は計画

された活動が変更されたことにより影響を受けた。しかしながら、ほかの活動が間接的に

成果 4 の指標達成に貢献したことにより、成果 4 の達成度は適正であると考えられる。 
当初計画においては、MCH/RH に対するコミュニティの意識向上にかかわる活動は NGO

に委託して実施する予定であったが、日本・パレスチナ側双方との一連の協議結果により、

保健庁を通じた取り組みに変更された。他方で、母子健康手帳が健康教育の側面を有する

ことから、手帳の活用促進を進めた結果、プロジェクトにより直接的な啓発活動が実施さ

れていないにもかかわらず、ヨルダン川西岸地区では地域住民の MCH/RH に係る知識・意

識は向上した。 
しかしながら、これら成果は保健庁、UNRWA 及び主要 NGO の管轄する病院・PHC セン

ターに限られており、ヨルダン川西岸地区での民間セクターの医療機関への働きかけは開

始されたばかりである。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA 管轄の医療施設以外では母

子健康手帳の運用状況も十分に把握されていないことから、今後プロジェクトによるフォ

ローアップを行うとともに、保健庁による積極的な取り組みが期待される。 
 
（5）成果 5 

成果 5 では、NCC を通した調整、マネジメント能力の強化が掲げられている。これは、

保健庁に加え、国際機関や NGO といった MCH/RH サービスをとりまくさまざまな関係機

関との意見調整、取り組み確認が必要不可欠であるためであり、効果的かつ滞りなく立場

の異なる関係機関との総合的な合意形成を実現するために、多大な時間と労力を要するこ

とによる。 
成果 5 の指標は達成されており、成果 5 全体の達成度も高いと考えられる。合同調整委

員会（JCC）や NCC を通してプロジェクト活動の進捗や成果の創出状況は、定期的にモニ
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タリングされていた。また、JICA の運営指導調査団や中間レビュー時に活動が見直され、

それらの提言に基づいて活動の整理、優先づけがなされた。これによって、その後の円滑

なプロジェクト活動の実施や確実な成果創出が可能となっている。 
 
（6）プロジェクト目標 

プロジェクト目標の指標のいくつかは、終了時評価時点で達成できていない項目もある

が、プロジェクト目標の達成見込はおおむね高いと考えられる。プロジェクト目標の指標

は、パレスチナ全域における MCH/RH サービスの提供状況及び母子健康手帳の普及状況を

見るものであり、考え方はプロジェクト当初から変更されていない。NCC の下で関係機関

が協調して活動を行った結果、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスがパレスチナの保

健サービスのなかに定着しつつある。また、本プロジェクト開始以降、産前ケア、産後ケ

ア、乳幼児ケアを受ける母子の数は大きく向上し、その多くが母子健康手帳を活用してい

る。また、母子健康手帳は既存のリファラル用紙を補強する形で医療機関に活用されてい

ることから、産前ケアから病院での出産、産後ケアや乳幼児ケアの一貫性の向上を可能に

している。 
このような質・量の両面での MCH/RH サービスの向上が特にヨルダン川西岸地区で確認

されているが、出産時の情報の病院から 1 次医療施設へのフィードバックや母子健康手帳

の配布のタイミング（効果的な産前ケアのための妊娠初期の配布）、民間病院での母子健康

手帳運用については向上の余地があることが確認された。これについて、プロジェクトは

残りの期間で取り組みを強化することを予定しており、プロジェクト期間終了後も取り組

みが継続されることが望まれる。 
 
３－２ 評価結果の要約 

（1）妥当性 
保健庁は「パレスチナ国家保健戦略（2011～2013）」のなかで質の高い MCH/RH サービス

を重視しており、これに加えて、同戦略は「人材育成」と「組織開発」を優先課題に位置

づけている。また、同戦略では乳幼児の健康向上が減速していることを指摘している。他

方、わが国は「国際保健政策 2011～2015」において、「人間の安全保障」の実現を通じたミ

レニアム開発目標（MDGs）達成のため、その課題（ボトルネック）解決に焦点を当てた効

果的・効率的な支援を実践する」とのビジョンを示し、「乳幼児死亡の削減（MDG 4）」と

「妊産婦の健康改善（MDG 5）」に係る母子保健を同政策の重点分野に位置づけている。ま

た、MDG 4 及び 5 の実現のために同政策では「EMBRACE“Ensure Mothers and Babies Regular 
Access to Care”」を新しい支援モデルとして提唱し、産前から産後まで切れ目のない手当を

確保することをめざしている。 
他方、本プロジェクト開始以前は各組織で独自の方法でサービスを提供しており、統一

された MCH/RH サービスの提供がないことが問題となっていた。本プロジェクトでは NCC
による保健庁のほか UNRWA や主要な NGO の協調のもとで管轄の医療施設に母子健康手帳

が導入され、看護師や助産師によって提供される MCH/RH サービスも母子健康手帳を活用

することにより統一化とサービスの連続性強化が図られた。 
上述のとおり、プロジェクト目標とパレスチナ保健政策、ターゲットグループのニーズ、
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日本の援助政策との一致度が高いことから、終了時評価時点においても本プロジェクトの

妥当性は高く維持されていることが確認された。 
 
（2）有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性はおおむね高い。 
本プロジェクトでは、保健庁と他のパートナー機関の協力のもとで全国展開がなされた

母子健康手帳の運用強化（成果 1）及び周産期ケア向上に向けて現場レベルでの人材育成を

行った（成果 2）ことによって、1 次医療施設での周産期ケアサービスの向上に貢献した。

また、プロジェクトでは NCC の設立支援と監督母体としての機能強化を支援した（成果 3）。
母子健康手帳が健康教育やコミュニケーションツールとして使用されるようになったこと

で、地域住民（妊産婦）の MCH/RH に対する知識・意識も向上している（成果 4）。さらに、

プロジェクトは JCC や NCC だけでなく、他の利用可能な調査結果などを活用することによ

って定期的な進捗や成果達成状況がモニタリングされている（成果 5）。 
このように関係者間が協調して取り組んだ結果、プロジェクトによって全国展開された

母子健康手帳が適切に現場で運用され、MCH/RH サービスのなかで定着している。また、

母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスがヨルダン川西岸地区の医療機関の大部分を占

める保健庁、UNRWA、主要な 4 NGO に導入されたことで、これらの医療機関では患者/ク
ライアントが標準化されたサービスが受けられるようになっている。さらに、母子健康手

帳を用いることで、産前ケア—出産—産後ケア/乳幼児ケアが一連のサービスとして提供さ

れるようになったことは、プロジェクト目標である MCH/RH サービスの向上に大きく貢献

している。しかしながら、病院における母子健康手帳の記入や民間医療施設の巻き込みは

今後の課題である。 
 
（3）効率性 

幾つかの内部及び外部条件によりプロジェクトの円滑な実施が一部阻害されたが、効率

性はおおむね高い。 
プロジェクトの前半では、プロジェクトマネジメント上の問題やガザ地区へのプロジェ

クトの介入制限などの内部条件、外部条件によって予測できない活動の遅延があったため、

一定程度効率性が阻害されたと考えられる。しかしながら、中間レビュー以降は活動が整

理され、優先性に従った活動を精力的に実施したことにより、予定されているプロジェク

ト活動は期間内に完了できる見込である。したがって、このような活動の遅延によるプロ

ジェクト目標の達成への深刻な影響は回避されたものと考えられる。 
プロジェクト活動は、多くの既存リソースとの連携のもとで実施されてきた。これまで

述べてきたとおり、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスにかかわる活動は、NCC の下

関係者が協調して効率的に実施されている。本プロジェクトはガザ地区での直接介入が制

限されていたものの、母子健康手帳は、保健庁や UNRWA の努力によって同地区にも順調

に導入された。また、本プロジェクトで行う技術研修は産前ケアを優先的に行うこととさ

れたが、UNFPA が産後ケアの技術研修を行ったことから、PHC センターの医療従事者は技

術研修が本プロジェクトと UNFPA の研修によって周産期ケア全体についての技術を習得

したと考えることができる。 
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（4）インパクト 
プロジェクトの実施によって、以下に示す正負のインパクトが確認または期待されてい

る。 
母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスは、特にヨルダン川西岸地区においてパレス

チナの保健システムでの定着が認められており、医療機関での MCH/RH サービスは統一化、

標準化されている。上位目標達成を測定する指標のいくつかについて、論理構成や指標と

しての適切性に問題があることが確認されたものの、妊産婦の健康管理への意識が向上し

ていることも確認されていることから、将来の女性や子どもの健康が一定程度向上するこ

とは期待できる。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA の医療施設で母子健康手帳が導入

されているが、本プロジェクトでは技術指導などの直接介入は実施できなかった。ガザ地

区の医療施設の MCH/RH サービスを担当する職員への技術指導を如何に実施するか、民間

や NGO の医療施設での母子健康手帳の導入をどのようにしていくかなどは、上位目標達成

に向けた今後の課題として整理される。 
UNRWA が MCH/RH サービスに母子健康手帳の活用を組織全体として採用しており、本

プロジェクトで直接介入ができなかったガザ地区の UNRWA 医療施設への導入を行った。

それに加え、2010 年からヨルダン、シリア、レバノンの UNRWA 管轄の医療施設で母子健

康手帳が導入されており、本件は本プロジェクトの大きなインパクトであると考えられる。

 
（5）持続性 

総合して持続性はおおむね高いが、以下に示すような幾つかの条件が満たされれば、本

プロジェクトの持続性がより向上すると考えられる。 
政策的には、母子健康手帳を活用した MCH/RH の重要性への認識は維持されるものと考

えられる一方で、 民間を含むすべての医療施設における母子健康手帳運用に法的強制力が

あるわけではない。また、母子健康手帳の供給・配布管理の運用メカニズムのない民間医

療施設での導入（配布）が困難な状況であることからも、民間の医療施設での具体的な運

用について、今後 NCC などを活用し、関係者間で政策や戦略が検討されることが期待され

る。これに関連しても NCC は、今後の母子健康手帳運用の持続性の鍵となるものと考えら

れることから、今後も NCC の機能維持のために政策的・制度的支援が維持・強化されるこ

とが望まれる。 
財政面では、保健庁は独自予算の一定額を母子健康手帳の印刷配布に割り当てる意思を

有しており、2014 年以降の印刷予算を何らかの形で確保していくことが保健庁、UNICEF、
JICA 等の関係者間で確認されているものの、実質的な予算の確保は大きな課題である。 

現場レベルの医療従事者の母子健康手帳を用いた MCH/RH サービス提供能力は向上し、

研修のパッケージ化やトレーナーの養成、支援型監督指導など質の維持のためのメカニズ

ムも存在していることから、技術的持続性は期待できる。NCC は保健庁や UNRWA、主要

な NGO の協調のもと監督母体として機能しているが、NCC の実質的な事務局機能はプロ

ジェクトが担ってきた。NCC の監督機能の維持は、今後の母子健康手帳を用いた MCH/RH
サービスの持続性の鍵となることから、プロジェクトは残りの期間で必要な事務局機能を

整理し、適切に保健庁に引き継ぐことが必要である。 
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３－３ 効果発現に貢献した要因 

（1）計画内容に関すること 
これまで述べたとおり、プロジェクトは NCC の協調のもと UNRWA や主要な NGO との

協力を導いてきた。このようなパートナー機関を NCC メンバーとしてプロジェクトの早い

段階から巻き込んだことで、母子健康手帳の急速な拡大に貢献したものと考えられる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

プロジェクト活動は NCC の下で関係機関の協調によって実施されたため、医療施設の種

類やレベルにかかわらず、妊婦や育児中の母親に対するケアを一連のケアとして連結する

ことに貢献したと考えられる。 
 
３－４ 問題点及び問題を惹起した要因 

（1）計画内容に関すること 
「効率性」の項で述べたとおり、プロジェクトの前半では、内部条件、外部条件によっ

て予測できない活動の遅延があったため、一定程度効率性が阻害されたと考えられる。 
 
（2）実施プロセスに関すること 

本プロジェクトの対象地域はパレスチナ全体としているが、プロジェクト開始当初から

プロジェクトの直接介入は、安全上の理由によるヨルダン川西岸地区に制限されている。

ただし、他のパートナー機関や保健庁からの投入がプロジェクトの活動を効果的に補完し

ている。 
 
３－５ 結論 

2006 年にラマラ県とジェリコ県でパイロットとして導入されて以降、母子健康手帳はパレス

チナ全域に急速に広まった。2010 年には、ヨルダン川西岸地区では母親の 10 人に 9 人（89％）、

ガザ地区においても 3 人に 2 人（62％）に行きわたっていることが確認されている。ガザ地区

での手帳配布が 2010 年に開始されたばかりであったことに鑑みるなら、同地区での普及率は更

に高まっていることが想定される。また、プロジェクトが 2012 年にヨルダン川西岸地区を対象

に実施した調査からは、既往歴（95％）、産前健診（97％）、予防接種（97％）、成長モニタリン

グ（98％）など、高い記入率が確認された。さらに、手帳を受け取った母親の 10 人中 9 人（93％）

は健康教育の部分に目を通しており、同 7 人（71％）が保健施設の医療従事者から手帳に書か

れていることの説明を受け、3 人に 2 人（65％）は手帳に書かれている内容を家族と共有したと

回答している。パレスチナで、妊娠・出産・子育てを経験する母親にとって、母子健康手帳は

今やなくてはならない存在となっている。 
比較的短期間で実現したこれらの成果は、保健庁主導の下、JICA、UNRWA、UNICEF、関連

NGO による NCC での調整を通じて共同して取り組んだことに負っている。特に、ガザ地区に

おける手帳の普及は、プロジェクトによる直接支援が限られるなか、主に保健庁と UNICEF に

よって進められたことは特筆に値する。ヨルダン川西岸地区については、延べ 805 人の医療従

事者がプロジェクトを通じて手帳の使い方を学んでいる。 
パレスチナにおいては、移動制限やサービスに対する選考によって、妊娠中の女性が受診医
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療施設を変えることは一般的である。したがって、妊娠・出産や育児の記録を女性が保有する

ことに対するニーズが元々高い環境にある。また、プロジェクトの調査や調査団によるインタ

ビューを通じて、多くの母親が母子健康手帳を従来の家族からの情報を補完する（あるいはそ

れに代わる）信頼できる健康情報源として認識していることが確認できた。 
今フェーズにおいて追加された重要な活動に、母子保健サービスの全体的な質向上をめざし

た取り組みがある。ヨルダン川西岸地区については、プロジェクトの支援で 538 人の医療従事

者・関係者が産前ケアの改善に焦点を当てた研修を受けている。加えて、一般医を対象とした

超音波診断技術に係る研修も、全 12 地区を対象に展開中である。これらに加え、基礎的な医療

機材の供与もなされた。これらの支援もあり、10 人中 9 人を超える（92％）女性が、提供され

る母子保健サービスに満足しているとの結果が、プロジェクトの調査によって確認されている。

現在最大の懸念は、2014 年以降の母子健康手帳印刷経費の確保と、定期的に手帳の内容見直

しを図っていくための仕組みの持続性である。プロジェクトの支援を通じたマネジメントの向

上による重複配布の減少（西岸地区では 163～116％へ）と効率改善、医師・看護師の卒前研修

への母子健康手帳研修の統合（全 16 校中 12 校に導入オリエンテーション実施、うち 2 校が既

に導入済み）は、持続性強化に貢献することが期待される。 
プロジェクト期間中にプロジェクト目標は達成見込みであり、評価５項目はおおむね満足の

いくレベルのものであることから、本プロジェクトは討議議事録（R/D）において示されるとお

り、2012 年 11 月に終了する。 
 
３－６ 提言（当該プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言） 

（1）本プロジェクト終了までにプロジェクト（保健庁及び JICA）が取るべき措置 
・ NCC 及び NCC タスクフォースの持続性の担保に向けて、パレスチナ側のオーナーシップ

の更なる強化を図るべく、NCC 事務局機能については、簡素化を行ったうえで、保健庁

に移譲すること。母子健康手帳については、定期的に内容の見直しを図ることを NCC の

活動の 1 つとして位置づけ、改訂のプロセスを検討する。 
・ 公立病院における医師の母子健康手帳への記入率を高めることが肝要である。母子健康

手帳の活用の重要性について啓発を行うとともに、記入を促進するようフォローアップ

を行うことが望ましい。 
・ 人材養成機関（大学）の医師・看護師・助産師の養成課程への母子健康手帳の導入に関

し、既に実施した啓発活動のフォローアップを行い、導入を促進すること。 
・ プロジェクトの成果及び教訓について取りまとめ、母子健康手帳の活用促進に係る関係

者のみならず、MCH/RH に係る関係者に対し、幅広く共有すること。 
 
（2）本プロジェクト終了前から終了後も、主に保健庁が取るべき措置 

・ パレスチナ自治政府の公的プロセスに沿って、2014 年以降の母子健康手帳の印刷・配布

に必要な予算を確保すること。また、母子健康手帳に係る計画・予算化・印刷・配布及

びモニタリングに係る保健庁関係部署の役割分担について明確にすること。 
・ NGO パートナーがガザ地区で運営する PHC センターにおいても母子健康手帳が活用され

るよう、調整を行うこと。 
・ 保健庁、または県保健局が保健庁の支援を受けて、保健医療従事者を対象とする母子健
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康手帳の効果的な活用に係る継続研修を計画・開催すること。開催にあたっては、プロ

ジェクトで開発した研修パッケージが活用できる。 
・ 民間セクターにおける母子健康手帳の活用に係る政策・戦略の策定、また実際の介入に

ついて NCC において協議すること。民間セクターからの代表者を NCC に迎え、検討を

進めることも一案である。 
 
（3）プロジェクト終了前から終了後も、主に JICA が取るべき措置 

・ 中東地域及びその他の地域のニーズ・関心に応じて、母子健康手帳の普及にかかる技術

リソースとしてプロジェクト関係者の協力を得て、パレスチナの経験を共有する場を設

けること。 
 
３－７ 教訓（当該プロジェクトから導き出された他の類似プロジェクトの発掘・形成、実施、

運営管理に参考となる事柄） 

・ パレスチナにおいては周産期ケアに携わる関係機関が多いことから、フェーズ１より関

係機関との調整及び連携の基盤ができていたことが、パレスチナ全域における母子健康

手帳の普及が早期に達成した大きな要因であった。母子健康手帳開発段階より関係機関

を巻き込んだことで、それぞれのオーナーシップの醸成が促進されたことにより、プロ

ジェクトでは直接関与することのできなかったガザ地区においても、関係機関の努力に

より母子健康手帳が普及されるという成果につながった。関係者が多岐にわたる場合、

NCC のように、被援助国政府のリーダーシップの下で関係者間の調整を図るための仕組

みが機能することが有効である。 
・ パレスチナにおいては、母子保健にかかわる保健医療サービスへのアクセスが比較的容

易であるという環境が、母子健康手帳の普及・活用に貢献していると考えられる。十分

な訓練を受けた保健医療従事者が多く、彼らの存在が重要な役割を果たしたものと思わ

れる。母子健康手帳の導入においては、当該国の保健医療事情に係る分析を行い、状況

に応じて、サービス提供に係る強化を母子健康手帳の導入と同時並行で行うことが求め

られる。 
・ 本プロジェクトにおいては、プロジェクト期間終了後も母子健康手帳が継続的に利用さ

れるよう、印刷・配布にかかる予算確保について、先方政府とプロジェクト期間中に協

議を重ねた。持続性の担保のため、先方政府とのコストシェアについては協力期間中に

取り組まれることが望ましい。また、先方政府の実施機関に対するプロジェクトの運営

面での引き継ぎについても、協力期間終了までの間に段階的に行われるべきである。加

えて、本プロジェクトでは活動の一環として母子健康手帳の利用に係るインパクト評価

調査を行ったが、このようにプロジェクトによる介入の効果及びコストパフォーマンス

に係るインパクト評価を行うことにより、政策へのアドボカシーを可能にするためのエ

ビデンスを得られることから、評価の対象となるパイロット活動と組み合わせ、プロジ

ェクト活動の一環として取り組まれることが望ましい。 
・ 本プロジェクトでは PDM の改訂を複数回行っているが、指標の一部については明確な達

成度が規定できていないものや、途中段階より追加したことによりベースラインのデー

タが入手できず、介入前後の比較が行えないものもあった。成果やプロジェクト目標の
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達成度を測定するための指標は、客観的に測定可能な数値目標や達成していることを示

す状態、達成時期などが網羅されている必要がある。計画段階で具体的な目標値などの

設定が困難な場合はベースライン調査等を実施し、新規活動開始後にできるだけ早期に

決定することが望ましい。 
・ 終了時評価調査において、本プロジェクト指標の一部について、民間病院/PHC センター

数等の入手が困難であるものや、上位医療施設へのリファラル率等の尺度として適切で

ないものも見受けられた。このため、各指標については、最終的な評価のみに使用する

のではなく、内容によってはモニタリング評価に有効利用し、定期的に成果をモニタリ

ングできる仕組みをプロジェクト計画時点から包含し、プロジェクトを運営することが

望ましい。これにより、指標そのものの論理的検証が行われ、PDM（Project Design Matrix）
上の不整合などの問題に早期に対応できるものと考えられる。 
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Evaluation Summary 

１.  Outline of the Project 

Country: Palestinian National 

Authority 

Project Title: Project for Improving Maternal and Child Health and 

Reproductive Health in Palestine (Phase 2) 

Issue/Sector: Healthcare and medical 

treatment 

Cooperation Scheme: Technical Cooperation Project 

Division in charge: Health Division 

1, Health Group 1, Human 

Development Department 

Total Cost： 330 million JPY 

Period of 

Cooperati

on 

(R/D):  

Nov/2008-Nov/2012 

Partner Country’s Implementing Organization: The Ministry of 

Health 

Supporting Organization in Japan: N/A 

Other Related Projects: the Grant Aid Project for Improving the 

Control of Infectious Diseases Among Palestinian Children 

１-１ Background of the Project 

In the territory of Palestinian National Authority (hereinafter referred to as ‘PNA’), political and 

security situation in the territory constrains the people’s movement and thus the access to health 

services.  Infant mortality rate was 25 per 1,000 live births and 11.8% of under-5 children were stunted 

in 2007
1
.  Premature and low birth weight which cause the 16.7% of infant deaths

2
 indicated the 

necessity of enhancement of maternal and child health (MCH) and reproductive health (RH) services 

and their utilization.  

Facing the above-mentioned situation, the PNA requested the technical cooperation project to the 

Government of Japan and the Japan International Cooperation Agency (hereinafter referred to as 

‘JICA’) implemented the “Project for Improving the Reproductive Health with a special Focus on 

Maternal and Child Health in Palestine” from August 2005 to July 2008, which is now considered as 

the phase 1 project.  In this project, JICA cooperated with the Ministry of Health in Palestine 

(hereinafter referred to as ‘MOH’) in developing Palestine Mother and Child Health Handbook 

(MCHHB) and its Guidelines.  After the series of testing in Jericho and Ramallah, MOH announced 

the launching of the national distribution of MCH Handbook and actual distribution started at MOH, the 

United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees (hereinafter referred to as ‘UNRWA’) 

and non-governmental organization (NGO) Primary Health Care (PHC) centers in the West Bank in 

April 2008.  There remained, however, strong need for technical supports in MOH in taking initiatives 

of improving MCH and RH services and managements to unified quality services in accordance with 

the medium long term development strategies and national strategic health plan.  

Given the situations, a proposal for the technical cooperation as phase 2 for improving MCH and RH in 

Palestine was submitted to the Government of Japan by MOH in 2007 and the “Project for Improving 

Maternal and Child Health and Reproductive Health in Palestine (Phase 2)” was started in November 

2008 for the tenure of four years.  

                                                        
1
 Regional Heath Observatory, Country Statistics, ‘Palestine’; WHO Homepage 

(http://rho.emro.who.int/rhodata/?theme=country#) 
2
 Health Statistics in Palestine, Annual Report 2006 quoted from the minutes of meeting signed on 11 September 2008. 
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１-２ Project Overview 

（１）Overall Goal 

Health among women and children is improved in the West Bank and the Gaza Strip.  

（２）Project Purpose 

MCH and RH services are improved in the West Bank and the Gaza Strip.  

（３）Outputs 

1) Coverage and utilization of MCHHB are improved. 

2) Perinatal knowledge and technical skills of MOH/PHC center staff are strengthened.  

3) National Coordination Committee (NCC) is functioning as MCHHB policy making and 

implementing/supervising body.  

4) Community awareness on MCH and RH is raised. 

5) Enhance project implementation by monitoring and evaluation of Project activities.  

 

（４）Input（as of the evaluation） 

Japanese Side 

– Dispatch of Experts： a total of 24 experts, 191.6 M/M 

– Provided Equipment ： Training equipment such as simulators, pelvis models, fatal heart 

monitors, mercury manometers and measure tapes for circumference. Provision of 

ultrasonographic device will be discussed after related trainings. 

– Overseas Activities Costs： JPY 107,210,510 (Estimated amount as of the end of the project 

period)  

– Training in Japan： 7 personnel for MCHHB management (Total Duration: 4.2 M/M) 

Palestinian Side 

– Allocation of Palestinian project personnel 

– Provision of project office space in the annex facility of MOH in Ramallah 

– Utility costs for project office spaces 

Appropriation of operational cost 

– Provision of operating expenses for project activities 

２. Terminal Evaluation Team 

 Members Leader Mr. Ikuo 

TAKIZAWA 

Director, Health Division 1, Health Group 1, Human 

Development Department, JICA  

Cooperation 

Planning  

Ms. Nae 

KANEKO  
Officer, Health Division 1, Health Group 1, Human 

Development Department, JICA  

Evaluation and 

Analysis  

Dr. Yoichi 

INOUE  

Consulting Division, Japan Development Service Co., 

Ltd.  

Period of 

Evaluation 

June/24/2012-15/July/2012 Study Type: Terminal Evaluation 

３. Summary of Evaluation Results 

３-１ Achievements 

（１） Output 1 

Though several OVIs for Output 1 aren’t fulfilled at the time of the terminal evaluation, it is considered 

that the overall achievement of Output 1 is generally high in many aspects.  

The Project elaborated “The Palestine National Manual for MCHHB” to standardize the operation among 

various stakeholders for effective management and utilization of MCHHB; and subsequently, trainings for 

PHC facilities were conducted by the Project.  Based on these activities, the standardized utilization of 

MCHHB has successfully started at all the PHC centers and clinics managed by MOH, UNRWA and major 

NGOs by the time of the terminal evaluation.  Though it is agreed that the Project does not take direct 
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intervention to the Gaza strip, MCHHB was introduced at all the hospitals and PHC centers owned by 

MOH and UNRWA in the Gaza strip based on the manual mentioned above by the year of 2010.  

Regarding improvement of utilization, it is confirmed through direct observation and interviews by the 

team that MCHHB is utilized effectively at antenatal and postnatal care and infant medical examination 

since the operation of MCHHB was standardized and training was conducted based on the manual. On the 

other hand, the filling rate of hospital remarks, mainly on delivery care is relatively low compared to the 

other items on the MCHHB. In addition, the involvement of private clinics remains as a challenge.  

 

（２） Output 2 

Since OVIs for Output 2 are fulfilled, it is considered that the overall achievement of Output 2 is high 

in general.  

Trainings on utilization of MCHHB were widely conducted to the staff of health facilities of MOH, 

UNRWA, and major NGOs.  In addition, the Project conducted the antenatal care trainings to the 

nurses, midwives, and village health workers in charge of MCH in all the 12 districts of the West 

Bank. As the Project prioritized the training of antenatal care, UNFPA provides the trainings on 

postnatal care.  Additionally, postnatal care is provided based on MCHHB at hospitals and PHC 

centers, and through postnatal care visits in the Gaza Strip with support from UNICEF. This enhances 

and strengthens not only antenatal care, which the Project focused but also the continuum of care 

around perinatal period. 

It is confirmed that health workers trained by the Project utilize their knowledge and skills to provide 

perinatal care to their patients/clients, and meet the satisfactory level to respond to patients/clients’ 

expectation.  Bringing rate of MCHHB
3
 reached quite high level and the communication using 

MCHHB between health workers and patients/clients is improved.  

 

（３） Output 3 

Achievement of Output 3 is high at the time of the evaluation, although long-term sustainability and 

feasibility remain to be answered.  

The Project supported MOH to establish NCC with coordinating and decision-making function, and 

subordinating NCC TF with the function of action planning and situation analysis.  NCC and NCC 

TF was officially recognized by MOH, and established in April 2009.  They have been working on 

standardization of MCH/RH services and supply and stock control of MCHHB by developing “the 

Palestine National Manual for MCHHB”.  Besides, MCH/RH services standardized by the Manual 

have been monitored regularly at NCC and NCC TF. 

It should be pointed out that the function of NCC secretariat as well as data compilation and analysis 

for monitoring and evaluation of MCHHB-based MCH/RH services had been maintained with the 

support from the Project.  Transitional measures may be needed to ensure its organizational 

sustainability.  

 

（４） Output 4 

Achievement of Output 4 was affected by the change in planned activities. However, it is considered 

                                                        
3
 ‘Bringing rate of MCHHB’ is understood as synonym for the proportion of pregnant women and mothers who brings 

MCHHB to health facilities for perinatal care or child care. 
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that the overall achievement of Output 4 is fair, since project activities under other output indirectly 

contributed to the achievements of OVIs for Output 4.  

Original plan of the activity for a raising community awareness of MCH/RH, of which practical 

implementation was supposed to be entrusted to NGOs, was made changes through a series of 

discussions between both Japanese and Palestinian sides; however, the Project has been giving the 

health education using MCHHB its honest efforts. As the results of that, it is confirmed that 

knowledge and awareness of patients/clients has been improved in the West Bank despite the Project 

couldn’t conduct activities organized specifically for awareness raising. 

On the other hand, the approach to private health facilities has just started in the West Bank. In 

addition to this, utilization of MCHHB in health facilities other than that of MOH and UNRWA in the 

Gaza Strip remains unclear.  Thus, these issues can be recognized as future challenges.  

 

（５） Output 5 

Since the OVIs for Output 5 is fulfilled, it is considered that the achievement of Output 5 is high.  

Progress and performance of the project activities have been regularly monitored not only by JCC but 

also by NCC.  The project activities were reviewed at the time of the Operation Guidance Survey and 

the Mid-term Review; and the project activities were consolidated and prioritized in accordance with 

the recommendations from them.  After those review works, the project activities were accelerated 

and its performance was improved afterward.  

 

（６） Project Purpose 

Though several OVIs for the Project Purpose aren’t fulfilled at the time of the terminal evaluation, it 

is considered that the prospect for the achievement of the Project Purpose is generally high in many 

aspects.  

As a result of concerted efforts among stakeholders under NCC, MCHHB-based MCH/RH service is 

being improved in the Palestinian health services. Moreover, the number of women and children who 

received perinatal and childcares were substantially increased after the commencement of the Project, 

of which mothers were utilizing MCHHB for their health management.  In addition, MCHHB has 

been utilized in health facilities as a complement to the existing referral letters; therefore, it is 

considered that MCHHB contributes to the continuum of care throughout pregnancy, delivery and 

child rearing.  

The improvement of the quality and quantity of MCH/RH service was confirmed particularly in the 

West Bank.  However, there is room for improvement with regard to the feedback of delivery care 

from hospitals to PHC centers, the distribution of MCHHB to women in their early gestation, and 

MCHHB operation in private health facilities.  Further efforts should be made for those remaining 

issues in the remaining project period and even beyond.  

 

３-２ Summary of Evaluation Results 

（１）Relevance 

MOH put emphasis on the importance of quality MCH/RH services in ‘the Palestinian National Health 
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Strategy (2011-2013)’.And the Strategy places ‘Human Resource Development’ and ‘Institutional 

Development’ as prioritized areas. Meanwhile, “The Japan’s Global Health Policy 2011-2015”, which 

was published in September 2010, set out a vision as ‘Japan’s new policy aims to deliver results 

effectively and efficiently by addressing bottlenecks impeding progress on the health MDGs’, and placed 

‘reduce child mortality (MDG 4)’ and ‘improve maternal health (MDG 5)’ as one of the top priorities.  

Moreover, the Policy propounds a model of ‘Ensure Mothers and Babies Regular Access to Care 

(EMBRACE)’ to achieve MDG 4 and 5 by securing continuum of care for MCH/RH.  

On the other hand, before the commencement of the Project, each agency provided MCH/RH services in 

their own approaches, and the lack of unified and/or standardized MCH/RH service provision was 

recognized as a matter of concern.  Against these backgrounds, MCHHB was introduced to health 

facilities, and consequently, the MCH/RH services provided by nurses and midwives at health facilities 

were unified and the continuum of service was improved through the utilization of MCHHB, by 

concerted efforts from relevant agencies such as MOH, UNRWA and major NGOs under the 

coordination of NCC.  

As described above, since the Project Purpose is substantially consistent with Palestinian health 

policies, needs from the target group and Japan’s aid policies, it is confirmed that high relevance of the 

Project is being maintained as of the time of the Terminal Evaluation.  

 

（２）Effectiveness 

The effectiveness of the Project is high in general at the time of the Terminal Evaluation for the 

following reasons.  

The Project has contributed to the improvement of perinatal care in Palestine especially at PHC centers, 

by operationalizing MCHHB in the entire territory by the concerted effort of MOH and other partners 

(Output 1) as well as by fostering human resources at field level for the improvement of perinatal care 

(Output 2).  NCC was established and operationalized to provide policy directions and to coordinate 

partners (Output 3).  Community awareness on MCH/RH was enhanced through the use of MCHHB as 

educational and communication tool (Output 4).  Furthermore, progress and performance of the 

Project was monitored not only by the JCC and NCC but also by surveys and other methods. 

As the results of such concerted efforts among stakeholders, MCHHB, of which utilization expanded to 

entire Palestine, has been successfully incorporated and embedded into MCH/RH service.  Moreover, 

MCHHB-based MCH/RH services has been introduced to health facilities of MOH, UNRWA, 4 major 

NGOs, which accounts for the large part of health facilities in the West Bank; and that is, MCH/RH 

patients/clients come to be able to receive standardized MCH/RH services.  In addition, introduction 

of MCHHB into health facilities has enhanced the linkage of antenatal care with postnatal care via 

delivery care as one sequence of care for patients/clients regardless of type and level of facilities.  As 

just described, these achievements of the Project contributed to accomplish the purpose of the Project to 

improve MCH/RH services.  Ensuring proper recording at hospitals and involvement of private sector 

are remaining challenges.  
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（３）Efficiency 

The efficiency of the Project is high in general though several internal and external factors partially 

impeded smooth progress of the project activities.  

Unexpected delay of the project activities due to internal and external factors such as managerial 

problems and restriction of project’s intervention to the Gaza Strip impeded the efficiency of the 

Project.  Nonetheless, the project activities were accelerated after the Mid-term Review by 

streamlining and prioritizing, and it is likely that the planned activities will be completed by the end of 

the project period. Therefore, it is considered that the serious influence of the delay on the achievement 

of the Project Purpose was avoided.  

The project proceeded in collaboration with various other resources and implemented in a coordinated 

manner under NCC. Though there has been a restriction for the Project to provide direct intervention to 

the Gaza Strip, MCHHB was successfully introduced by the effort of MOH and UNRWA. In addition, 

though direct intervention of the Project to the Gaza Strip was restricted, UNFPA has provided training 

of postnatal care for MCH service providers; and therefore, it can be interpreted that the MCH service 

providers acquired knowledge and skills on comprehensive perinatal care through the trainings 

provided by the Project and UNFPA.  

 

（４）Impact 

The following positive and/or negative impacts are confirmed and/or expected by the implementation of 

the Project. 

The Team observed that MCHHB-based MCH/RH services are embedded in Palestinian health system 

especially in the West Bank, and the services are unified and standardized in the health facilities.  

Though the Team found logical problems and inappropriateness in several OVIs stipulated in PDM 

version 2, it is confirmed the improvement of awareness in pregnant women and mothers from 

interviews and survey results. Therefore, it can be anticipated that health status of Palestinian women 

and children will be improved to some extent in the future.  Meanwhile, though MOH and UNRWA 

introduced MCHHB in their health facilities, the Project couldn’t conduct any direct intervention 

activities in the Gaza Strip.  Thus, it is acknowledged as future tasks that how technical trainings be 

provided to MCH/RH service providers and how MCHHB be introduced to NGO and private health 

facilities in the Gaza Strip. 

UNRWA applied MCHHB as one of the tools in entire organization for MCH service provision; and 

started to introduce MCHHB in their health facilities in the Gaza Strip where the Project couldn’t 

intervene directly.  And also, UNRWA has introduced MCHHB to UNRWA health facilities in 

neighboring countries such as Jordan, Syria and Lebanon; and thus, it is acknowledged that the Project 

as well as phase 1 project substantially impacted on MCH/RH services provided for refugee population 

in those countries via UNRWA.  

 

（５）Sustainability 

The sustainability of the Project is high in general but will be more enhanced if several conditions were 

fulfilled as described below.  
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Whereas the awareness of the importance of MCHHB-based MCH/RH will sustain from the political 

aspect, the rule of utilization of MCHHB at all health facilities including private hospitals and clinics 

doesn’t have any enforceability. In addition, the Project is facing a difficult situation with regard to 

introduction and/or distribution of MCHHB to private health facilities without operational mechanism 

for supply and stock control of MCHHB targeting private health facilities even though there is request. 

Therefore, it is suggested that this policies and/or strategies regarding practical operation of MCHHB at 

private health facilities should be discussed among stakeholders at NCC hereafter. In this context, as the 

maintenance of supervisory function of NCC is recognized as one of the key factors for sustaining 

MCHHB-based MCH/RH services, it is desired that the political and institutional supports will continue 

to be provided.  

As for the financial aspect, though there is a willingness to allocate domestic resources on the part of 

MOH for printing and distributing MCHHB after 2014 and it was confirmed among stakeholders such 

as MOH, UNICEF and JICA that MOH would secure the budget for printing MCHHB by any means, it 

will be a challenge.  The unit cost of printing MCHHB is around 1.3 USD depending on printing 

quantity. 

It is anticipated that the sustainability of the Project is secured from the technical viewpoint, since the 

capacity of MCH service providers has increased and a mechanism of quality control for the services, 

such as packaged technical training courses, nurturing of trainers and supportive supervision, exists. 

However, NCC is functioning as a supervisory body for MCHHB operation under well-orchestrated 

coordination among MOH, UNRWA and major NGOs; nonetheless, the Project so far has been 

providing the secretariat’s function.  Since the maintenance of NCC’s supervisory function is the key 

to sustainable MCHHB-based MCH/RH services, the Project should streamline and consolidate the 

secretariat’s work, and hand them over to MOH.  

 

３-３ Factors that promoted the attainment of the Project 

（１）Concerning the project design 

As has been stated before, the Project has been leading a concerted effort with relevant partners such as 

UNRWA and major NGOs under the NCC’s coordination.  It is considered that involvement of such 

stakeholders as NCC members from the early stage of the Project enhanced rapid expansion of MCHHB 

in Palestine.  

 

（２）Concerning the implementation process of the Project 

Since the project activities proceeded in a orchestrated manner among stakeholders under NCC 

coordination, it is considered this contributed to interlink care for pregnant women and mothers with 

care for young children as one sequence regardless of type and level of health facilities.  

 

３-４ Factors that impeded the attainment of the Project 

（１）Concerning the project design 

As was described in the ‘Efficiency’ section, unexpected delay of the project activities due to internal 

and external factors impeded the efficiency of the Project.  
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（２）Concerning the implementation process of the Project 

The Project is targeting entire area in Palestine, whereas direct intervention of the Project was restricted 

to the West Bank for security reason from the beginning of the project period; however, inputs from 

other partners and MOH complemented the Project.  

 

３-５ Conclusions 

Since its introduction in the two pilot cities of Ramallah and Jericho in 2006, the distribution of 

MCHHB was rapidly expanded to cover entire Palestine.  By 2010, it was verified by a statistically 

representative household survey that almost 9 out of 10 (89%) mothers in West Bank and 2 out of 3 

(62%) mothers in the Gaza Strip received MCHHB in the most recent pregnancy.  The ownership of 

MCHHB can be much higher today in the Gaza Strip, as distribution in MOH health facilities only 

started in 2010. 

The Team observed that MCHHB is well accepted and utilized by both mothers and healthcare 

providers, as a tool for recording and health education. It is utilized also as a tool for communication 

between healthcare providers and mothers, and increasingly between mothers and other family 

members such as husbands.  The latest survey by the Project conducted in early 2012 in the West 

Bank confirmed generally high level of recording, especially for items such as obstetric history (95%), 

general antenatal care follow-up (97%), child immunization (97%), and growth monitoring table 

(98%).  The same survey revealed that 9 out of 10 (93%) women who received MCHHB read health 

education section.  Seven (7) out of 10 (71%) women reported that healthcare providers explained 

what is written in MCHHB when they visited health facilities. Two (2) out of 3 (65%) women shared 

information contained in MCHHB with their family members.  It is fair to say that MCHHB has 

become an indispensable companion to the Palestinian mothers in going through pregnancy, delivery 

and child bearing.  

The success over relatively short period of time was made possible by the continuous leadership of 

MOH and the concerted effort of JICA, UNRWA, UNICEF and the NGO partners, which was 

coordinated through NCC.  Remarks should be made that the relatively high coverage in the Gaza 

Strip was achieved mainly by the effort of MOH and UNRWA in spite of the restricted operation by 

the Project.  More than 800 healthcare providers in total (473 from MOH PHC centers, 61 from 

partner NGO PHC centers and 271 from MOH hospitals) from the entire West Bank were trained by 

the Project in MCHHB utilization in addition to the group of trainers.  

It is not uncommon for Palestinian women to change healthcare providers over the course of their 

pregnancy.  In some cases they are forced to do so because of frequently changed travel restriction in 

the territory.  In other cases women choose providers who can offer specific services they need or 

who can accommodate their socio-economic requirements.  Keeping pregnancy, childbirth and child 

rearing-related information with the mothers is essential in facilitating continuum of care and in 

improving its effectiveness and efficiency in the Palestinian context.  The Team observed that use of 

common recording tool has some effect on the attitude of healthcare providers in standardization of 

services.  Through the survey conducted by the Project and interviews conducted by the Team, it was 

confirmed that many Palestinian women perceive MCHHB as a reliable source of health information 
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complementing, or in some cases replacing, conventional sources such as family members and 

relatives. 

Significant addition to the efforts to expand MCHHB coverage by the current phase of cooperation is 

the activities to improve MCH/RH services in total.  More than 500 healthcare providers (538 nurses, 

midwives and village health workers) from the entire West Bank were trained in MCH services 

focusing on ANC.  Ultrasound training for general practitioners is being rolled out to all the 12 

districts (2 doctors each) in the West Bank.  In coordination with such technical training, essential 

equipment (12 childbirth simulators, 12 pelvis models, 172 fetal heart monitors, 166 mercury 

manometers, and 177 measure tapes) were provided.  According to the survey conducted by the 

Project, more than 9 out of 10 (92%) women are already content with the MCH services provided.  It 

is expected that continued utilization of MCHHB, combined with continued efforts to improve service 

quality, will further improve the MCH/RH services in Palestine. 

The challenge remains with the sustainability, in particular with the mobilization of domestic and 

other resources for sustainable printing and distribution of MCHHB after 2014, together with a 

mechanism for periodical updating of MCHHB contents as need arises.  The Team confirmed 

encouraging commitments from the high officials of MOH and partner organizations in this regard.  

Improvement in program efficiency through better management, as observed in the reduction of 

over-distribution of MCHHB from 163% of total number of delivery to 116% in the West Bank, will 

enhance the sustainability.  Another effort by the Project to enhance sustainability is the integration 

of MCHHB-related training with pre-service training of healthcare providers.  So far 12 out of 16 

medical and nursing schools were oriented about MCHHB and 2 of them already started teaching 

MCHHB in their curriculum.  Other challenges may be increasing MCHHB recording on delivery 

care at hospitals (currently less than 20% is recorded in average and around 40% in MOH hospitals) 

and establishing partnership with the private sector for the promotion of MCHHB in private clinics 

and hospitals (the Project participated in annual meetings of pediatricians and OB/GYN associations, 

and workshops for OB/GYN and general practitioners are being organized). However, with the 

continued leadership of MOH and concerted effort of various partners, which iwll be coordinated 

through NCC, there is a possibility that these challenges will be overcome.  

In consideration of the high level of outputs and prospect for achieving project purpose within the 

project period, it is concluded that the Project be completed in accordance with the agreement in 

Record of Discussions (R/D).  

 

３-６ Recommendations 

< Measures to be taken by the Project (MOH/JICA) before its completion > 

� The function and the responsibility of NCC secretariat should be streamlined and transferred to 

MOH to further strengthen the ownership by the Palestinian government and to ensure 

sustainability of NCC and NCC TF.  Procedure for periodical revision of MCHHB contents 

through NCC should also be elaborated. 

� Efforts should be made to increase MCHHB recording by the physicians in public hospitals.  It 

is preferable to conduct activities to raise awareness among the physicians about the importance 

of MCHHB, together with follow-up activities to increase their compliance. 

� Follow up should be made with the training institutions (colleges) to facilitate integration of 
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MCHHB into pre-service training of doctors, nurses and midwives. 

� The achievements of the Project and its lessons should be compiled and widely shared among 

stakeholders related to the promotion of MCHHB, and to MCH and RH in general. 

 

< Measures to be taken mainly by MOH before/after the completion of the Project > 

� In line with the official process of the Palestinian government, efforts should be initiated on time 

to secure sufficient internal budget for printing and nation-wide distribution of MCHHB after 

2014.  The roles and responsibilities of the concerned departments within MOH for planning, 

budgeting, printing, distribution, and monitoring of MCHHB should be clarified. 

� Arrangement with NGO partners should be made to initiate the use of MCHHB in their PHC 

Centers in the Gaza Strip. 

� Continuous training of healthcare providers on effective utilization of MCHHB should be 

planned and organized by MOH or by PHDs with assistance from MOH as needed.  Training 

package developed by the Project can be applied in such training. 

� Policies, strategies and practical interventions to operationalize use of MCHHB in private 

sectors should be elaborated and discussed in NCC.  Possibility of including private sector 

representative in NCC should be considered to facilitate such process. 

 

< Measures to be taken mainly by JICA before/after the completion of the Project > 

� Depending on the needs and interest of other countries, possibility should be considered to work 

with Palestinian technical resources as partners in spreading MCHHB to other countries in Arab 

and other regions. 

 

３-７ Lessons Learnt 

� Coordination among the stakeholders and their concerted effort is the key to rapid scale-up.  

The rapid expansion of MCHHB in the entire territory of Palestine was made possible because of 

the foundation of partner coordination, which was initiated in the pilot phase.  It helped to 

create sense of ownership to everyone involved and facilitated the introduction and spread of 

MCHHB in the Gaza Strip where the Project could not provide direct intervention.  Solid 

mechanism under the leadership of the recipient government, such as NCC, is important as a 

vehicle for such coordination. 

� Relatively high accessibility to the health services through the course of pregnancy, delivery and 

child rearing, might have contributed to the high acceptability and utilization of MCHHB in 

Palestine.  Availability of relatively well-trained health care providers in particular may have 

played important role.  Contextual analysis is needed before the introduction of MCHHB.  

Intervention to strengthen service delivery may need to be in place in parallel depending on the 

context.  

� Cost sharing to ensure sustainability should ideally be started during the cooperation period.  

Transfer of managerial responsibility from the project to the implementing agency of the 

recipient government should be processed gradually.  Verification of effectiveness and 

cost-effectiveness of interventions through impact evaluation should be encouraged as an 

integral component of pilot activities to provide evidence for policy advocacy. 

� Since the achievement of the project output and project purpose is evaluated against the OVIs 

specified in PDM, definition of OVIs should be clear, and it should have clear numerical target 

for quantitative assessment.  If it is difficult to set appropriate target figure at the time of 

commencement of the Project, such figures should be set shortly by conducting baseline survey.  

Some OVIs can be utilized not only for the terminal evaluation but for the progress monitoring and 

evaluation of the project.  For this reason, the monitoring system should be combined into the project 

framework so that the project could monitor its progress and achievements on a regular basis.  This also 

contributes to verify the logic of OVI itself; hence the logic of the PDM can be modified in the early stage of 

the project period． 
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第１章第１章第１章第１章    終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要終了時評価の概要 

 

１－１ 調査団派遣の経緯 

パレスチナ自治区の人口は約 390 万人であり、そのうち 170 万人が難民として登録されている。

イスラエル政府による長期にわたる分離政策などの政治的及び治安上の問題により、パレスチナ

人は領土内の移動にも制限が課されており、このため医療サービスを受けるにあたっても大きな

制約を受けていた。パレスチナにおける乳児死亡率は 25.3（対 1,000 出生）であり、5 歳未満児

の約 10％が発育不全にある。乳児の死亡原因の 16.7％が未熟児や低体重にあり、母子保健とリプ

ロダクティブヘルス（Maternal and Child Health/Reproductive Health：MCH/RH）サービスの充実と

適切な医療サービスの利用拡大の必要性が示唆されていた。 

これら課題に対処するため、パレスチナ自治政府は、日本政府に対して技術協力の実施を要請

し、JICA は「母子保健に焦点を当てたリプロダクティブヘルス向上プロジェクト」を 2005 年 8

月から 2008 年 7 月にかけて実施した。このプロジェクトにおいて、国際協力機構（JICA）はパ

レスチナ自治政府保健庁（以下、「保健庁」）とともにパレスチナ版母子健康手帳とその活用にか

かるガイドラインを策定するに至った。ジェリコ県及びラマラ県における試行、検証を受け、保

健庁は母子健康手帳の利用を自治区内全域に拡大することを決定し、ヨルダン川西岸地区にある

保健庁、国連パレスチナ難民救済事業機関（United Nations Relief and Works Agency for Palestine 

Refugees：UNRWA）、非政府組織（NGO）傘下の PHC（Primary Health Care）センターへの配布

が 2008 年 4 月に開始された。しかしながら、母子健康手帳の活用とリプロダクティブヘルスサ

ービスの改善、更には中長期的戦略及び戦略的保健計画に基づいた質の高い医療サービスを実施

していくにあたり、引き続き保健庁への技術的支援が必要とされていた。 

このような状況を受け、母子保健（MCH）とリプロダクティブヘルス（RH）改善のための要

請が日本政府に提出され、2008 年 11 月より「母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェ

クトフェーズ２」（以下、「本プロジェクト」）が 4 年間の予定で開始された。 

本プロジェクトは以下の 5 つの柱により活動が行われている。 

（1）母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。  

（2）保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識と技術が強化される。  

（3）国家母子健康手帳調整委員会（National Coordination Committee：NCC）が母子健康手帳に

かかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機能する。  

（4）地域住民の MCH/RH に関する知識・意識が向上する。  

（5）プロジェクト活動のモニタリング・評価を通じ、プロジェクトの実施がより一層強化され

る。 

 

今回実施する終了時評価調査は、2012 年 11 月のプロジェクト終了を控え、プロジェクト活動

の実績、成果を評価、確認するとともに、終了までのプロジェクト活動に対する提言と今後の類

似事業にあたっての教訓を導くことを目的とする。 

本終了時評価調査の目的は、以下に示すとおりである。 

1）プロジェクトの進捗をレビューし、評価 5 項目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、

持続性）の評価基準に従ってプロジェクトの成果を評価する。 

2）プロジェクトの成果に対する促進要因及び阻害要因を明らかにする。 
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3）上記の分析結果に基づいてパレスチナ側と共同で残りのプロジェクト期間での活動方針に

ついて協議する。 

4）終了時合同評価報告書に調査結果を取りまとめる。 

 

１－２ 調査団の構成と調査期間 

本終了時評価は、JICA・パレスチナ側双方と合同で実施した。終了時合同評価チーム（以下、

評価チーム）の構成は以下のとおりである。 

＜日本側＞ 

担当業務 氏 名 所属 現地派遣期間 

団長/総括 瀧澤 郁雄 JICA 人間開発部 保健第一グループ 

保健第一課 課長 

2012 年 7 月 6 日～7 月 14 日 

協力企画 金子 菜絵 JICA 人間開発部 保健第一グループ 

保健第一課 職員 

2012 年 7 月 3 日～7 月 14 日 

評価分析 井上 洋一 （株）日本開発サービス 調査部 

主任研究員 

2012 年 6 月 23 日～7 月 14 日 

 

＜パレスチナ側＞ 

氏 名 所属 

Ms. Maria Al-Aqra Director of International Cooperation, MOH 

 

現地調査は 2012 年 6 月 24 日から 7 月 12 日に実施し、サイト視察、インタビュー、プロジェ

クト報告書等の関連文書レビューを実施した。詳細は下記のとおりである。 

 

月日 
活動 

瀧澤団長 金子団員 井上団員 

1 6/23 土   本邦発、テルアビブ着 

2 6/24 日 日本人専門家との打合せ、JICA パレスチナ事務所

（テルアビブ）打合せ 

3 6/25 月 ラマラへ移動、パレスチナ側評価チームメンバー

への説明、ラマラ保健庁インタビュー 

4 6/26 火 ナブルス保健庁インタビュー 

5 6/27 水 South Hebron Senior Medical Officer 活動視察・イン

タビュー、Doura MCH PHC Center 視察、産前検診

技術研修視察 

6 6/28 木 Ibn Sina Nursing Colleage 視察・インタビュー、産

科医師会インタビュー 

7 6/29 金 資料確認、報告書作成 

8 6/30 土 資料確認、報告書作成 
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9 7/1 日 報告書作成 

10 7/2 月   UNRWA/Al Jalazone Health Center、

PMRS/Sinjil-MOH Combined Clinic 視察・インタビ

ュー 

11 7/3 火 本邦発、 

テルアビブ

着 

Nablus/Al-Markazia MCH Clinic・Nablus/MOH 

Rafidia Hospital 視察・インタビュー、一般医向け

超音波診断技術研修視察 

12 7/4 水 JICA パ レ

スチナ事務

所打合せ、

ラマラへ移

動 

Dr. Ghadian Kemal（Project Manager） Director of 

CHD/MOH インタビュー 

グループインタビュー（MCH Surpervisors）、プロジェクトとの

打合せ 

13 7/5 木 Al Bireh MCH Clinic/Ramallah、PRCS Ramallah Clinic、

MOH/Palestine Medical Complex 視察・インタビュー 

14 7/6 金 本邦発、 

テルアビブ

着 

テルアビブ移動 

JICA パレスチナ事務所（テルアビブ）中間報告 

15 7/7 土 ラマラへ移動、団内協議 

16 7/8 日 保健庁との協議 

17 7/9 月 UNRWA・UNICEF インタビュー、 

在パレスチナ日本国政府代表事務所表敬訪問 

18 7/10 火 NGO グループインタビュー（PRCS, PMRS, HWC, PFPPA）、報告書作成 

19 7/11 水 保健大臣表敬訪問、JCC 準備 

20 7/12 木 JCC 

21 7/13 金 JICA パレスチナ事務所報告、在イスラエル日本大使館報告 

22 7/14 土 テルアビブ発 

23 7/15 日 本邦着 

 

１－３ 主要面談者 

（1）パレスチナ保健庁 

Dr. Hani Abdeen The Minister of Health 

Dr. Assad Ramlawi Director General, PHC and Public Health（JCC Chairperson） 

Dr. Souzan Abdo Director General, Women’s Health and Development Directorate

（Project Director） 

Dr. Ghadian Kamal Director, Community Health Department,（Project Manager） 

Dr. Naim Sabra Director General, Hospitals General Directorate（HGD） 
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Ms. Taghreed Hijazi MCH Supervisor, CHD 

Ms. Amal Haj Family Health, CHD 

Mr. Ammar Sbouh Director, Quality Improvement Unit, Emergency Department, HGD 

Mr. Imad Zaki Director, Nursing Department, HGD  

Ms. Lubna Elsader Director, Health Education & Promotion Department, Primary 

  Health Care（PHC） 

Dr. Jawad Albeetar Director, Palestine Health Information Center 

Ms. Ilham Shamasna Nursing Department, PHC 

Mr. Ala’ Abu Rub Nutrition Department, PHC 

Dr. Nazeh Abed  Senior Medical Officer, South Hebron PHD 

 

（2）Ibn Sina Nursing College 

Dr. Amal Awad  Dean, Ibn Sina Nursing College 

Ms. Intisar Shalabi Lecturer, Ibn Sina Nursing Collage 

 

（3）MCH Supervisor  

Ms. Amal Rami  MCH Supervisor, Ramallah PHD 

Ms. Najwa Hannoun  MCH Supervisor, Nablus PHD 

Ms. Aisha Abu Rub  MCH Supervisor, Jenin PHD 

Ms. Lubna Odeh  MCH Supervisor, Qalqilia PHD 

Ms. Siham Safi  MCH Supervisor, Jericho PHD 

Ms. Raghda Balbisi MCH Supervisor, Jerusalem PHD 

Ms. Najla AL wawi  MCH Supervisor, Hebron PHD 

Ms. Khitam Abu Sharar MCH Supervisor, South Hebron PHD 

Ms. Salam Ratrout  MCH Supervisor, Bethlehem PHD 

Ms. Tamam Bani Odeh  MCH Supervisor, Toubas PHD 

Ms. Yasmeen AL Kharouf  MCH Supervisor, Toulkarem PHD 

Ms. Khuloud Ishtaye  MCH Supervisor, Salfeet PHD 

Mr. Fadel AL Ashkar  Nursing Director, Ramallah PHD 

Ms. Aisha AL Aydi  Nursing Director, Nablus PHD 

 

（4）Rafidia Hospital  

Dr. Reema AL Nabulsi  Pediatrician, Nablus/Rafidia Hospital 

Dr. Diab Abdelmahdi  OBGYN Doctor, Nablus/Rafidia Hospital 

Dr. Wa’el Sadaka  Medical Director, Nablus/Rafidia Hospital 

 

（5）Palestine Medical Complex 

Dr. Ahamad Bitawwi Chief Executive Officer, Palestine Medical Complex 

Ms. Maha Awwad Nursing Director, Palestine Medical Complex 

Ms. Wisam Qatash Midwife, Palestine Medical Complex 
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（6）UNRWA 

Dr. Umaiyeh Khammash Chief, Field Health Programme, UNRWA West Bank 

Dr. Elias Habash Field Family Health Officer, UNRWA West Bank 

 

（7）UNICEF  

Dr. Kamel Ben Abdallaf Chief, Health and Nutrition, UNICEF 

  

（8）民間病院関係者  

Dr. Ahmad Abu Khaizaran Nablus /Razan IVF Center （OBGYN Society） 

  

（9）NGO 

Mr. Mustafa Amarneh Project Manager（PFPPA） 

Ms. Maha El Aqtash Project Coordinator, Public Health Care, Palestine Red Crescent 

Society（PRCS） 

Dr. Mohammad Jaber Obstetric and Gynecological Doctor, Health Work Committees

（HWC） 

Ms. Haifa Daibes Field Nurse（PMRS） 

  

（10）在パレスチナ日本国政府代表事務所 

山本 英明 在パレスチナ日本国政府代表事務所副代表 

  

（11）母子保健・リプロダクティブヘルス向上プロジェクトフェーズ 2 プロジェクト専門家 

池崎 公彦 チーフアドバイザー/周産期医療専門家 

藤井 佑美 母子健康手帳マネジメント/啓発活動専門家 

幸喜 仁 業務調整専門家 

Ms. Fadia Alkhatib プロジェクトスタッフ 

Ms. Muna Assaf プロジェクトスタッフ 

Ms. May Elkhatib プロジェクトスタッフ 

  

（12）JICA パレスチナ事務所 

田中 泉 JICA パレスチナ事務所 所長 

向井 直人 JICA パレスチナ事務所 次長 

小林 和香子 JICA パレスチナ事務所 企画調査員 

 

１－４ プロジェクトの枠組み 

本プロジェクトの成果１は、サービス受益者である女性/母親が自身と子どもが受けた母子保健

サービスの記録を携行・確認できること、更には健康教育やこれに関するコミュニケーション、

標準化された MCH/RH サービスを受けるための共通のハンドブックとして、パレスチナ全域で

の母子健康手帳の普及と活用をめざすものである。成果 2 では、医療従事者への技術研修を通し

て、保健庁傘下のプライマリーヘルスケア提供施設での母子保健サービスの改善に取り組んでい
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る。MCH/RH サービスと母子健康手帳について、女性と母親の知識、態度、行動変容がもたらさ

れることが成果 4 では期待されており、以上 3 つのアウトプット（成果 1、2、4）が中間目標と

位置づけられる。これら成果の相乗効果により、プロジェクト目標として継続的母子保健ケアの

効果的利用とサービス利用者の増加につながることが期待されている。NCC（成果 3）は、成果

1 の母子健康手帳の普及と活用を実現するための国家レベルでの調整機能を果たす場である。成

果 5 では、NCC を通した調整、マネジメント能力の強化がアウトプットとして掲げられている。

これは、母子健康手帳の普及拡大、利用を通した MCH/RH サービスの強化をめざすにあたり、

保健庁に加え、国際機関や NGO といったさまざまな関係機関との意見調整、取り組みの確認が

必要不可欠であるためであり、効果的かつ滞りなく立場の異なる関係機関との総合的な合意形成

を実現するために、多大な時間と労力を要することによる。本プロジェクトでは、将来的にパレ

スチナ自治区全域における女性と子どもの健康改善（上位目標）に向けて活動が実施された。 

最新 PDM（Project Design Matrix）である Version 2（付属資料 2）で合意された上位目標、プロ

ジェクト目標、成果、活動を以下に示す。 

 

＜最新の PDM（2009 年 11 月 3 日改訂）＞ 

上位目標 パレスチナ自治区全域における女性と子どもの健康が改善される。 

プロジェ

クト目標 
パレスチナ自治区全域における MCH/RH サービスが改善される。 

成果 成果 1：母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。 

成果 2：保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識と技術が強化される。 

成果 3：NCC が母子健康手帳にかかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機

能する。 

成果 4：地域住民の MCH/RH に関する知識・意識が向上する。 

成果 5：プロジェクト活動のモニタリング・評価を通じ、プロジェクトの実施がよ

り一層強化される。 

 活動 活動 1 

1-1．母子健康手帳の普及/カバレージ及び活用に係るオリエンテーション

4
を実施す

る。 

1-2．母子健康手帳の普及/カバレージをモニターする。  

1-3．母子健康手帳の供給と在庫を管理する。  

1-4．母子健康手帳の利点及び活用方法を、医学部、看護学部・学科のカリキュラ

ムに導入する。 

 

活動 2 

2-1．保健庁の PHC センターのすべての看護師・助産師に対し、産前・産褥（産後）

ケア及び乳幼児ケアに係る技術研修を実施する。 

2-2．一般医に対し、産前・産褥（産後）ケア及び乳幼児ケアに係る技術研修を実

施する。 

                                                        
4
 「オリエンテーション」は、医療従事者に対して母子健康手帳の利点や活用方法、管理に関して説明する研修を指す。 
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2-3．保健庁の PHC センターに供与した、技術研修内容と関連した機材を利用する

ことにより、MCH/RH サービスが向上する。  

 

活動 3 

3-1．母子健康手帳に係る戦略及び活動計画を立案する。  

3-2．母子健康手帳の運営管理に係る NCC 及びタスクフォース（TF）を設立する。 

3-3．NCC によって普及/カバレージ及び活用に係る、計画、実施、監督、必要な政

策の立案を行う。 

 

活動 4 

4-1．地域啓発活動のニーズ分析を行う。 

4-2．全国規模のヘルスプロモーションを実施する。 

4-3．集約的な地域啓発活動を実施する。 

 

活動 5 

5-1．モニタリング・評価に係るデータ及び情報の収集と分析を行う。 

5-2．プロジェクトの進捗状況及び活動を評価するための合同調整委員会（JCC）を

開催する。 

5-3．JCC、中間評価調査、終了時評価調査の提言により、プロジェクト活動の修正・

変更を行う。 

 

注：ガザ地区も本プロジェクトの対象地域として設定されているが、JICA 専門家の立ち入りが

制限されており、プロジェクトチームのガザ地区での研修等の実施は延期された状態である。

このため、本プロジェクトの直接的な介入はヨルダン川西岸地区に限定せざるを得ず、2009

年に JICA パレスチナ事務所は、保健庁プライマリーヘルスケア・公衆衛生局長宛に職員研修

の対象を西岸地区に限定することを通知しており「（2009年 11月 17日付 JICA（PL）11-18001）」、

パレスチナ側もこれに合意した。 
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第２章第２章第２章第２章    終了時評価の方法終了時評価の方法終了時評価の方法終了時評価の方法 

 

２－１ 評価手法 

終了時評価は「JICA 事業評価ガイドライン」（2010 年 6 月）に沿って実施された。5 項目評価

を行うための調査項目について、何をどのように実施したらよいのか具体的な方法を検討するた

め、評価設問、必要な情報・データ、情報源、データ収集方法について一覧表で示した評価グリ

ッド（付属資料 3）を作成した。 

日本側評価チームのメンバーはパレスチナ側評価メンバーと合同で、評価グリッドに基づき、

カウンターパートや各関係機関、日本人専門家に対して質問票やインタビューによる調査を実施

し、プロジェクトのレビューを実施した。 

調査結果は日本・パレスチナ合同で、PCM（Project Cycle Management）の常法に沿って、最新

の PDM Version 2（2009 年 11 月 3 日改訂）（付属資料 2）に基づいてプロジェクト成果の到達度

の確認及び評価 5 項目での分析を実施し、合同評価報告書を取りまとめた。 

 

２－２ 評価 5 項目 

本終了時評価に用いた評価 5 項目の概説を以下の表－１に示す。また、評価 5 項目と PDM

（Project Design Matrix（上位目標、プロジェクト目標、成果及び投入）の関係についても表－2

に示す。 

 

表－１ 評価 5 項目の概説 

評価 5 項目 概  説 

妥当性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの目標（PDM のプロジェ

クト目標、上位目標及びスーパーゴール）が、受益者のニーズと合致しているか、パ

レスチナ側の政策と日本の援助政策との整合性はあるかといった、「援助プロジェク

トの正当性」を検討する。 

有効性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、PDM の「プロジェクトの成果」の達成

度合いと、それが「プロジェクト目標」の達成にどの程度結びついたかを検討する。 

効率性 終了時評価時点での現状・実績に基づいて、プロジェクトの「投入」から生み出され

る「成果」の程度を把握する。各投入のタイミング、量、質の適切度を検討する。 

インパクト プロジェクトが実施されたことにより生じる直接・間接的な正負の影響を検討する。 

持続性 援助が終了した後も、プロジェクト実施による便益が持続されるかどうか、自立発展

に必要な要素を見極めつつ、プロジェクト終了後の自立発展の見通しを検討する。終

了時評価での持続性評価は、予測・見込みに基づいて検証作業を行う。 
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表－２ 評価 5 項目と PDM との関係 

 妥当性 有効性 効率性 インパクト 持続性 

上位目標 

プロジェクト

目標、上位目標

は、地域のニー

ズや政府の開

発計画などに

照らして、評価

時においても

目標として意

味があるか。 

  

プロジェクト

を実施したこ

とにより、どの

ような直接的、

間接的な正、負

の影響が表れ

たか。 

プロジェクト

終了後も、プロ

ジェクトがも

たらした便益

は持続される

か。 

プロジェクト

目標 

プロジェクト

目標は達成さ

れたか。 成果

がその達成に

どれだけ貢献

したか。 

 

成 果 

 投入が成果に

どれだけ効率

的に転換され

たか。 より効

率的に成果が

達成される方

法は他になか

ったか。 

 

投 入 
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第３章第３章第３章第３章    ププププロジェクトの実績と実施プロセスロジェクトの実績と実施プロセスロジェクトの実績と実施プロセスロジェクトの実績と実施プロセス 

 

３－１ 投入 

（1）日本側投入実績 

以下に、2012 年 5 月時点のプロジェクトに対する日本側からの投入（見込み）を示す。詳

細は付属資料 5 を参照のこと。 

 

構 成 投  入 

JICA 専門家の派遣 延べ人数：長期専門家 5 名、短期専門家 13 名 

延べ投入量：139.4 MM（長期専門家：119.0MM、短期専

門家：20.5MM） 

資機材の供与 シミュレーター、骨盤モデル、胎児心音計、血圧計、腹

囲測定用メジャーなどの研修機材は、研修終了後に供与

された。また、超音波診断装置の供与は、研修終了後に

協議予定である。 

本邦研修 延べ人数：7 名 

研修内容：母子健康手帳マネジメント 

延べ期間：4.2 MM（2009 年 9 月 28 日〜10 月 5 日） 

現地活動費 在外事業強化費：107,210,510 円（プロジェクト終了時点

の見込額） 

 

（2）パレスチナ側投入実績 

以下に、2012 年 7 月現在のプロジェクトに対するパレスチナ側からの投入を示す。 

・パレスチナ側プロジェクト人材の配置 

・ラマラ保健庁アネックス施設内プロジェクト事務スペースの提供 

・プロジェクト事務スペースの水道光熱費 

・運営費用の予算計上 

・その他プロジェクト活動に必要な経常経費 
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３－２ プロジェクトの実績 

（1）プロジェクト活動の実績 

プロジェクト活動実績を以下に示す。 

成果 1：母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。 

活 動 実 績 

1-1．母子健康手帳の

普及 /カバレージ及

び活用に係るオリエ

ンテーションを実施

する。 

� 母子健康手帳オリエンテーション研修 

1．1 次医療施設職員向け研修 

- 2010 年 6 月に NCC タスクフォースメンバーと NGO 代表者を中心

に、研修実施準備ワークショップを開催し、指導者養成研修

（Training of Trainer：TOT）の内容や研修実施プロセスを確定し、

研修パッケージを完成した。 

- 2010 年 9 月に保健庁の関連部局（病院局、栄養局、情報局など）

を対象とした中央管理職者オリエンテーションを実施した（参加

者数 24 名）。 

- 2010 年 9 月に県レベルの MCH を担当している医師、MCH 監督

官、保健教育担当官（Health Educators）、NGO スタッフなどに対

する TOT を実施し、研修講師を育成した（参加者数 35 名）。 

- 2011 年 1 月～12 月にかけて、1 次医療施設職員向けの母子健康手

帳オリエンテーション研修を実施した（保健庁 PHC センター職

員参加者数 473 名、NGO の PHC センター職員参加者数 61 名）。 

2．保健庁管轄病院職員向け研修 

- 1 次医療施設職員向けの研修パッケージをプロジェクトが病院向

けに修正し、関係者合意のもと病院向けの研修パッケージとして

完成した。 

- 2011 年 7 月に作成した病院職員向け研修パッケージを用いて、

TOT を実施した（2011/7/18、参加者数：計 35 名）。 

- 2011 年 9 月～12 月にかけて、産婦人科医、助産師、看護師を中

心とした病院職員向けの研修を実施した（参加者数 271 名）。 

� 民間医療機関医師向けセミナー 

- 2011 年 4 月に小児科医師会年次総会に参加し、JCC 議長 Dr. Assad

による母子健康手帳についての講演やブースでの母子健康手帳

の紹介を行った。 

- 2011 年 7 月に医師会会員向け母子健康手帳紹介パンフレット（英

語・アラビア語）を作成した。 

- 2011 年 7 月に産婦人科医師会年次総会に参加し、ブースの設置及

び上記パンフレットを配布し母子健康手帳の紹介を行った。 

- 2012 年 2 月～8 月にかけて、産婦人科医師会向けセミナーを実施

中（終了時評価時点までの参加者数 253 名、うち産婦人科医/一

般医は約 160 名）。 
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1-2．母子健康手帳の

普及 /カバレージを

モニターする。 

� 2010 年 4 月に活動 3-1 で作成された母子健康手帳マニュアルにおい

て、手帳の供給及び保管管理手続きが定められた。 

� 上述のマニュアルに沿った供給/在庫管理のデータベース（Format 6）

システムがパレスチナ保健情報センター（PHIC）にて開発され、

ヨ ル ダ ン 川 西 岸 地 区全 12 県 の 公 衆 衛 生局（ Public Health 

Directorate：PHD）と NGO に配布された。 

1-3．母子健康手帳の

供給と在庫を管理す

る。 

� 母子健康手帳にかかる事務管理業務（県レベルでの手帳在庫管理、

各 PHC センター・病院からの月次報告書取りまとめ、中央への報

告等）について、県保健局の MCH 監督官、統計管理者及び UNRWA、

NGO 関係者を対象に、2010 年 11 月にオリエンテーション研修を実

施した（参加者数 36 名）。その後、保健庁公衆衛生局において Format 

6 を用いた月ごとの供給/在庫管理のモニタリングが開始された。 

� 保健庁及びパレスチナ中央統計局との協議により、パレスチナ自治

政府が実施する公的調査において、以下のとおり母子健康手帳の配

布に係る項目が含められた。 

- 2010 年の保健庁年次報告書にて、母子健康手帳の配布率に関する

統計情報が公開され、母子健康手帳の配布時期が出産後が多く、

妊婦への配布に係る取り組みを強化する必要が観察された。配布

率や重複配布の状況については、今後も Format 6 で得られる情

報をもとに、継続的にモニタリングされることになっている。 

- 2010年に発表された“Palestine Family Health Report”において、

母子健康手帳の関連項目（過去2年間に出産した15～49歳の女性

のうち母子健康手帳を受け取った人の割合、手帳を受け取った時

期、手帳を読んだか）が調査された。標記調査は、これまで数年

ごとに実施されており、今後の継続が見込まれている。 

 

1-4．母子健康手帳の

利点及び活用方法

を、医学部、看護学

部・学科のカリキュ

ラムに導入する。 

� 保健庁と Ibn Sina Nursing College との協議により、2010 年より母子

健康手帳を紹介する講義が開始され、2012 年 8 月に母子健康手帳

の講義を受講した初めての学生が卒業する予定である。また 2012

年 5 月 Ibn Sina Nursing College の学生が母子健康手帳の有用性につ

いて調査し、発表した。 

 � 2011 年 6 月に大学向け母子健康手帳紹介セミナーを開催した（医学

部看護学部を有する全 15 校のうち 12 校より 35 名が参加）。各大学

のカリキュラムに導入するための方法についての提案が取りまと

められた。 

� 今後、関係省庁及び大学とカリキュラム導入についてのフォローア

ップ会議が開催される予定である。 
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成果 1 に関連するそ

の他の活動 

� パレスチナ政府関係者、各ドナーや保健サービス提供者を対象に、

パレスチナにおける母子健康手帳の歴史や現状、プロジェクトの活

動、成果を伝えるための母子健康手帳に関するパンフレット（英

語・アラビア語）を、保健庁、UNRWA、NGO と共同で作成中であ

り、2012 年 9 月ころに完成予定である。 

� 民間医療機関向け母子健康手帳啓発用ポスターを作成、配布を予定

しており、終了時評価時点においてはポスターデザインを検討中で

ある。 

 

成果 2：保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識と技術が強化される。 

活 動 実 績 

2-1．保健庁の PHC

センターのすべて

の看護師・助産師に

対し、産前・産褥（産

後）ケア及び乳幼児

ケアに係る技術研

修を実施する。 

� プロジェクトでは技術研修の内容に関して優先順位づけを行い、産

前健診を優先的に行うことをカウンターパートと合意した（産褥

（産後）ケアについては国連人口基金（UNFPA）が技術協力を行っ

ていることが確認されている）。 

� JICA 専門家（MCH サービスマネジメント）が中心となり、産前研

修に関する研修ニーズ調査を実施し、調査結果に基づいて TOT の

研修内容等が作成された。それを基に、カウンターパートと協議の

もと、研修パッケージを完成した。 

� 上述の研修パッケージを用いて、2010 年 7 月～10 月にかけて TOT

を開催した（全２回、延べ参加者 37 名）。 

� 2010 年 11 月～2012 年 6 月にかけて、全 12 県で MCH/RH 担当看護

師・助産師・村落保健員を対象とした技術研修を実施した（参加者

538 名）。 

2-2．一般医に対し、

産前・産褥（産後）

ケア及び乳幼児ケ

アに係る技術研修

を実施する。 

� 2012 年 3 月に一般医向け産科超音波診断研修（理論編）の研修項目

を、研修講師と協議し、作成した。 

� 2012 年 7 月～9 月にかけて、計 24 名（各県より 2 名）の妊産婦健

診を担当する一般医に対して研修が行われる予定である。 

2-3．保健庁の PHC

センターに供与し

た、技術研修内容と

関連した機材を利

用することにより、

MCH/RH サービス

が向上する。 

� 2010 年 11 月～2012 年 6 月にかけて、妊婦健診技術研修が終了した県

に対し、PHC センター向けに研修で使用した以下の機材を供与した。 

- 研修用シミュレーター：12 体（各県 PHD に供与） 

- 骨盤モデル：12 セット（各県 PHD に供与） 

- 胎児心音計：172 台（各県の PHC センターに供与） 

- マニュアル血圧計：166 台（各県の PHC センターに供与） 

- 腹囲計測用メジャー：177 本（各県の MCH センターに供与） 

� 終了時評価時点で、超音波診断研修を実施中であるが、研修後に各

施設における超音波診断装置の要否を確認し、必要な医療施設へ供

与を予定している。 
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成果 3：NCC が母子健康手帳にかかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機能する。 

活 動 実 績 

3-1．母子健康手帳に

係る戦略及び活動

計画を立案する。 

� 母子健康手帳に関する 4 カ年活動計画（母子健康手帳に関する活動

で、プロジェクトの活動計画（PO）及び各ステークホルダーの年

間活動計画を示したもの）が作成され、第 1 回 NCC（2009 年 4 月）

において承認された。 

� プロジェクト主導で“The Palestine National Manual for MCHHB”（英

語、アラビア語）が策定され、第 2 回 NCC（2010 年 4 月）におい

て承認された。 

3-2．母子健康手帳の

運 営 管 理 に 係 る

NCC 及びタスクフ

ォース（TF）を設

立する。 

� 2009 年 4 月に第 1 回 NCC 会議が開催され、NCC と NCC タスクフ

ォースの TOR（Terms of Reference）が保健庁公衆衛生局長により承

認され、正式に発足した。 

- NCC 

� 機能：母子健康手帳や MCH/RH に関する活動における保健庁

と他の関係機関との調整、戦略や活動計画の承認 

� 構成：保健庁各部局代表、UNRWA、パレスチナ医療救援協会

（PMRS）、パレスチナ赤新月社（PRCS）、医療従事者協会

（HWC）、及び JICA 専門家及びプロジェクトスタッフ、

NCC が必要に応じて指定する国際機関等のステークホル

ダー 

- NCC タスクフォース 

� 機能：母子健康手帳関連データの分析、分析結果を踏まえた

母子健康手帳関連方針に関する NCC への提言、母子健康手

帳の改訂作業、活動計画案の作成 

� 構成：保健庁関連部局、UNRWA、PMRS、PRCS、HWC の医

師、看護師、JICA 専門家及びプロジェクトスタッフ 

3-3．NCC によって

普及 /カバレージ及

び活用に係る、計

画、実施、監督、必

要な政策の立案を

行う。 

� 以下のとおり NCC が開催され、MCH/RH に係る活動が計画、監督、

承認された。また、MCH/RH に係る活動の調整が行われている。 

- 第 1 回（2009/4/20）：NCC の TOR の説明、2010 年までの活動計

画の承認 

- 第 2 回（2010/4/12）：“The Palestine National Manual for MCHHB”

の承認、2009 年の母子健康手帳配布状況の報告 

- 第 3 回（2011/3/21）：2010 年の活動状況の報告と 2011 年活動計

画の報告 

- 第 4 回（2012/9 予定）：母子健康手帳利用状況調査の結果報告 

� 終了時評価時点において、NCC タスクフォース会議が計 10 回開催

された。直近のタスクフォース会議では母子健康手帳利用状況調査

実施方法（第 8 回：2011 年 9 月）、新規活動の方向性（第 9 回：2012

年 5 月）、母子健康手帳利用状況調査結果（第 10 回：2012 年 6 月）

について技術的観点から協議がなされている。 
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成果 4：地域住民の母子保健・リプロダクティブヘルス（MCH/RH）に関する知識・意識

が向上する。 

活 動 実 績 

4-1．地域啓発活動の

ニーズ分析を行う。 

� 2009 年 2 月に地域住民の MCH/RH に関する SWOT 分析ワークショ

ップが開催された〔保健庁（中央、各県）より計 22 名が参加〕。ボ

トルネックとして予算措置の問題や保健庁内各部署間の連携の問

題、病気の予防に対する意識の低さなどの問題が確認された。 

� これらの解決のための活動を盛り込む計画であったが、他の活動が

優先されたため、ニーズ分析結果に基づいた啓発活動に関する直接

的な活動（活動 4-3）に係る実績はない。ただし、分析結果は活動

4-2 のヘルスプロモーションカレンダーの作成に一部活用されてい

る。 

4-2．全国規模のヘル

スプロモーション

を実施する。 

� ヘルスプロモーションカレンダーを作成、配布した（配布先：ヨル

ダン川西岸地区、ガザ地区の病院、MCH/PHC センター、学校、関

連 NGO、ドナー等）。 

- 2009 年度版、2010 年度版は MCH/RH に関する一般的な啓発メッ

セージを用いてカレンダーを作成・配布した（各 1,000 部ずつ）。 

- 2011 年版：プロジェクトにてヘルスプロモーションに活用するた

めに取りまとめていた“The Handy Text Message”から、MCH/RH

全般に係る 12 のメッセージを選出し、これらを月ごとにイメー

ジ写真とともに記載したカレンダー（卓上型/ポスター型 合計

2,000 部）」を作成・配布した。 

- 2012 年版：保健庁保健啓発・健康推進課と協力し、“exclusive 

breastfeeding”をメインテーマとした啓発メッセージを掲載した

カレンダー（卓上型 合計 1,000 部）を作成・配布した。 

 � 保健庁母乳育児推進委員会と協力し、UNICEF の資金協力にて 2001

年ころに作成された母乳育児パンフレットの改定・増刷を行った。

合計 75,000 部を増刷し、2012 年 1 月～4 月にかけて、母乳育児推

進委員会を通じ順次全国に配布されている。 

4-3．集約的な地域啓

発活動を実施する。 

� 本活動は当初 NGO に委託して実施するという計画であったが、日

本・パレスチナ側双方との一連の協議において変更され、直接的な

活動は実施されていない。一方、母子健康手帳が健康教育の側面を

有することから、手帳の活用促進を進めたことで、間接的な健康教

育の実施につながったと考えられる。 
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成果 5：プロジェクト活動のモニタリング・評価を通じ、プロジェクトの実施がより一層

強化される。 

活 動 実 績 

5-1．モニタリング・

評価に係るデータ

及び情報の収集と

分析を行う。 

� 2009 年 5 月～6 月にかけて、2008 年の母子健康手帳の配布や使用状

況に関する実績評価ワークショップを開催した（参加者数 127 名）。 

� 2012 年 1 月～3 月にかけて、母子健康手帳利用状況調査を保健庁、

UNRWA と共同で実施した。終了時評価時点で調査結果を分析、レ

ポートを作成中であるが、いくつかの主要な結果は本終了時評価に

反映されている。最終的な調査結果は、2012 年 9 月にセミナーを

開催し、発表する予定である。 

� JCC や NCC でプロジェクト活動の状況、指標達成状況のモニタリ

ングを行い、その結果を各ステークホルダーと共有、議論し、プロ

ジェクトに対する提言として取りまとめた。 

� プロジェクトは保健庁と必要に応じ協議を行った。毎月の月次報

告、半年ごとの半期報告を作成し、JICA 本部及び現地事務所との

共有がなされた。プロジェクトスタッフとは毎週のプロジェクト内

会議で議論、共有が行われた。 

5-2．プロジェクトの

進捗状況及び活動

を評価するための

JCC を開催する。 

� JCC で行うモニタリング結果の取りまとめは、JICA 専門家と保健庁

が協力して行った。 

� JCC は以下のとおり開催されている。 

- 第 1 回（2009 年 4 月）：PDM（0→1）の改訂・承認、活動実績及

び活動計画の報告 

- 第 2 回（2009 年 11 月）：PDM（1→2）の改訂・承認、活動実績

及び活動計画の報告 

- 第 3 回（2010 年 12 月）：中間評価の結果報告 

- 第 4 回（2011 年 12 月）：活動実績及び活動計画の報告、母子健

康手帳評価調査の実施についての説明 

� 第 5 回（2012 年 7 月）：終了時評価調査結果の報告 

5-3．JCC、中間評価

調査、終了時評価調

査の提言により、プ

ロジェクト活動の

修正・変更を行う。 

� PDM 0 から PDM 1 への改訂を行い、2009 年 4 月の JCC にて承認さ

れた。 

� PDM 2 への改訂を行い、2009 年 11 月の JCC にて承認された。 

� 運営指導調査団（活動計画の見直し）：2010 年 10 月に実施した。活

動の進捗状況から、活動の優先順位を決定した。PDM 修正の必要

性はないと判断され、改訂は行われなかった。 

� 中間レビュー調査団：2010 年 11 月～12 月にかけて実施された。 

 

（2）成果の達成度 

成果の達成度は、可能な限り PDM Version 2 で規定される指標を用いて評価された。成果

の定量的分析は、文書レビューやインタビュー、直接観察などで得られた情報に基づいて補

強した。 
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1）成果 1 

成果 1 の指標のいくつかは終了時評価時点で達成できていない項目もあるが、成果 1 の

全体の達成度としてはおおむね高いと考えられる。 

成果 1 では母子健康手帳の普及率向上と医療従事者及び妊産婦の産前ケア、出産時、乳

幼児ケアを含む産後ケアでの活用度の向上をめざしている。母子健康手帳の普及率向上に

関しては、本プロジェクト開始前の 2008 年 3 月から、ヨルダン川西岸地区の保健庁、

UNRWA 及び NGO（PMRS、PRCS）の PHC センター（クリニック）で母子健康手帳の運

用が開始された。本プロジェクトでは、効果的な母子健康手帳運用を実現するために、プ

ロジェクト開始後に母子健康手帳マニュアル“The Palestine National Manual for MCHHB”

を策定し、運用方法の標準化を行っている。プロジェクトでは、2010 年 9 月に TOT によ

る指導者を養成し、2011 年からは 1 次医療施設向けの研修を順次行った。これによって、

ヨルダン川西岸地区では、終了時評価時点までに保健庁、UNRWA 及び主要な NGO の管

轄するすべての 1 次医療施設で標準化された母子健康手帳の運用が開始されている。また、

2011 年 7 月には病院職員向けの TOT の実施、同年 9 月から病院向けの研修が開始され、

終了時評価時点までに病院での運用も開始されている。成果 1 の指標についてみると、出

生数に対する母子健康手帳の配布率は 2008 年当時で 100％を大きく超えており、重複配布

などの運用上の問題が指摘されていたが、本プロジェクトによる研修が進むにつれて適正

な配布管理がなされ、2011 年の重複配布は約 2％と推定されている。なお、ガザ地区へは

日本・パレスチナ側双方の合意のもと本プロジェクトの直接的な介入は行わないこととさ

れているが、保健庁及び UNRWA が管轄するすべての病院、PHC センターでは上述マニュ

アルを用いて母子健康手帳の運用が 2010 年までに導入されており、本プロジェクトによ

るガザ地区への間接的な裨益が確認されている。こうしたパレスチナ側の積極的な取り組

みにより、ガザ地区においても高い配布率を示していることは特筆に値する。 

母子健康手帳の活用方法の向上に関しても、上述のとおり、本プロジェクトでマニュア

ルによる運用や活用方法の標準化を行い、マニュアルに基づいた研修を行ったことで、産

前産後ケアや乳幼児健診で母子健康手帳が有効に活用されていることが、調査団による直

接観察やインタビューで確認されている。このことは、指標 1-2 で示されるとおり、産前

産後ケアや乳幼児健診の項目の高い記載率からも補強される。ただし、出産時情報の項目

の記載率（病院が記載）は他の項目と比較して低い。これは病院に対する介入を行ってか

ら日が浅いことが一因として考えられ、日常業務として定着するには一定の時間を要する

ものと思料される。プロジェクトが介入した保健庁管轄の病院での記載率は病院全体の記

載率の 2 倍程度高いことからも、今後、病院の記載率が向上していくことが期待される。

また、民間の医療施設への母子健康手帳の運用導入も今後の課題として整理される。民間

医療施設に関する取り組みは 2012 年になって医師会を通して開始されているが、民間の

医療施設への母子健康手帳供給経路の構築なども必要になる。これらの課題については、

引き続きプロジェクトによる更なるフォローアップを行う予定である。 
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成果 1 の指標の達成度を以下に示す。 

成果 1：母子健康手帳の普及率（カバレージ）及び活用方法が向上する。 

指 標 達成状況 

1-1．出生数に対する母

子健康手帳の配布率

が向上する。 

� 表－1 にヨルダン川西岸地区及びガザ地区の母子健康手帳の出生

数に対する配布率の推移を示す。保健庁は、本プロジェクト開始

直前の 2008 年に保健庁管轄の医療施設にて母子健康手帳の配布

を開始した。同年の配布率は 163％であり、配布率が 100％を超

えている理由として重複配布や不手際があったことが示唆され

ている。その後、本プロジェクトによる供給・在庫管理の研修を

進めるにつれて、適正な配布管理がなされるようになり、2011

年では 116％（重複配布は 2％）となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 本プロジェクトの直接介入が行われていないガザ地区でも、2009

年に UNRWA、2010 年からは保健庁でも母子健康手帳の配布が開

始され、2011 年の配布率はヨルダン川西岸地区と同じ 116％とな

っている。 

1-2．母子健康手帳の記

入率が向上する。 

� 2012 年 1 月～3 月にかけてヨルダン川西岸地区において実施した

母子健康手帳利用状況調査の結果は以下のとおり。 

データ項目 記入の有無

5
 記入率

6
 

個人情報 98.7％ 80.8％ 

過去の妊娠歴 90.3％ N/A 

リスクアセスメント（過去の妊娠について） 94.6％ 93.4％ 

リスクアセスメント（現在の妊娠について） 88.2％ 75％ 

                                                        
5
 「記入の有無」については、該当する項目の情報が保健医療サービス提供者によって記入されている母子健康手帳の割合を

指す。母子健康手帳のページごとに情報が記入されているかどうか、記入の有無を見るものである。 
6
 「記入率」については、各ページの該当する項目の欄に必要な情報がどの程度記入されているかという平均の割合を指す。

保健医療サービス提供者が記入する記録に漏れがないかどうかを示すものである。 
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表－１ ヨルダン川西岸地区及びガザ地区の母子

健康手帳の配布率 

西岸地区 
ガザ地区 

年（西暦） 

母
子

健
康

手
帳

の
配

布
率

（
％

）
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産前健診のフォローアップ 1（必要に応じて

選択される項目） 

ヘモグロビン値 

血糖値 

超音波診断 

健診 

 

 

79.9％ 

63.3％ 

51.1％ 

71.1％ 

N/A 

産前健診のフォローアップ 2（通常の確認事

項） 

96.5％ N/A 

病院での健診記録（出産時、母親） 

※括弧内、保健庁管轄病院のみ 

17.9％ 

（38.8％） 

12.9％ 

（28.2％） 

病院での健診記録（出産時、新生児） 

※保健庁管轄病院のみ 

19.2％ 

（41.1％） 

10.6％ 

（22.3％） 

産後健診 57％ 48.3％ 

新生児アセスメント 63.8％ 53.6％ 

子どもの予防接種 97.1％ N/A 

成長記録 97.8％ N/A 

� 本指標はプロジェクト開始時のベースラインデータが存在せず、

プロジェクトの介入効果を測定することは困難であるが、記入率

は全体的に高い割合を示しており、求められるレベルには達して

いるものと考えられる。 

� 病院で記入するべき出産時の検査情報を記載する項目は産前ケ

アや産後ケア、乳幼児ケアで記載する項目と比較して記入率が低

い。これは母子健康手帳の病院での運用が開始されたのが 2011

年の後半であり、運用開始後で日が浅いためであると考えられ

る。しかしながら、プロジェクトで介入を行った保健庁の病院で

の記入率は全体平均よりも約 20％高く、今後も更に上昇して行

くことが期待される。 

1-3．母子健康手帳を活

用する、保健庁の母

子保健センター、病

院及びステークホル

ダーの数が増加す

る。 

� プロジェクトが対象とした医療施設（保健庁及び UNRWA の病

院、PHC センター、NGO PHC センター、複合 PHC センター）

のうち、母子健康手帳を活用した MCH/RH サービスを提供する

医療施設の数は以下のとおりである。 

対象病院の区分 
2010 2011 

西岸地域 ガザ地区 西岸地域 ガザ地区 

保健庁 PHC センター 356/356 36/36 356/356 36/36 

保健庁病院 0/10 NA 10/10 NA 

UNRWA クリニック 41/41 20/20 41/41 20/20 

UNRWA 病院 1/1 0/0 1/1 0/0 

NGO クリニック 21/38 NA 38/38 NA 

複合型クリニック 23/23 0/0 23/23 0/0 
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� ヨルダン川西岸地区では、保健庁及び UNRWA の医療施設は 2010

年までにすべての医療施設が母子健康手帳の運用を開始してお

り、他のプロジェクトの対象医療施設も 2011 年の使用率は、2010

年から向上し、2011 年では保健庁、UNRWA、協力 NGO の施設

すべてで母子健康手帳が活用されるようになった。 

� プロジェクトが直接介入していないガザ地区においても、2011

年には保健庁及び UNRWA の PHC センターのすべてで母子健康

手帳の運用が行われていることが確認されている。 

1-4．母子健康手帳を使

用する民間の PHCセ

ンター及び病院数が

増加する。 

� 民間の病院及び PHC センターはターゲットグループに含められ

ているが、保健庁による母子健康手帳の在庫管理のメカニズムが

ない。また、保健庁での正確な総数を把握するメカニズムが存在

しないこともあり、本指標の調査は困難であることから、指標達

成の判断が困難である。 

� しかしながら、2011 年には民間の病院や PHC センターを利用す

る妊婦への配布実績（手帳の配布を受けるためだけに保健庁 PHC

センターに訪問した）が 232 名であり、今後、民間の医療施設で

の利用が拡大することが期待される。 

� また、産婦人科医師会及び小児科医師会（民間の医療機関の医師

も含まれている）でのセミナーを行い、母子健康手帳の認識向上

への取り組みを行っている。民間の医療機関への導入は、今後の

課題として整理される。 

1-5．供給と在庫が所定

様式により管理され

る。 

� 母子健康手帳の供給・在庫管理のための記録様式 Format 6 が整備

され、2011 年より母子健康手帳の配布場所である保健庁 PHC セ

ンター・病院、4 つの NGO（PRCS、PMRS、PFPPA、HWC）の

すべてで同様式を使った供給・在庫の報告が開始された。ただし、

UNRWA については独自の在庫管理システムを運用しており、保

健庁にはおおよそ年 1 回使用実績を報告している。 

1-6．母子健康手帳の利

点及び活用方法をカ

リキュラムに導入し

た医学部、看護学

部・学科の数が増加

する。 

� 母子健康手帳の利点及び活用方法をカリキュラムに導入した医

学部、看護学部・学科の数が 0～2 に増加しており、したがって

指標 1-6 は達成したといえる。 

� 保健庁管轄の Ibn Sina Nursing College（看護師、助産師の養成校）

では、2010 年より母子健康手帳の利点や活用方法がカリキュラ

ムに組み込まれた。PMRS の運営する Community Health Worker 

College でも、2007 年には既に母子健康手帳を保健教育のツール

として採用していることから、医学部、看護学部・学科数のある

大学や専門学校 12 校のうち、終了時評価時点で 2 校が母子健康

手帳を指導項目に含めていることが確認された。これに加えて、

Bethlehem University の学生は保健施設でのインターンシップ中

に母子健康手帳の運用を実践している。 
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 � 2011 年 6 月 21 日に医学部看護学部を有する 15 校の学部長等を対

象として、母子健康手帳を紹介するセミナーを開催した。同セミ

ナーでのプロジェクトによる提言を受けて、関係省庁が大学とカ

リキュラム導入についてのフォローアップ会議を開催する予定

であり、2012 年以降カリキュラムに導入する学校が増加するこ

とが期待される。 

� 保健庁管轄の PHC センター及び病院に勤務する助産師の職務規

程に、母子健康手帳を用いて MCH/RH サービスを行うことが新

たに盛り込まれ、現在同職務規程の承認手続きが保健庁で進めら

れている。これが正式に承認されれば、民間の医学部、看護学部、

学科でのカリキュラム導入が促進されることが期待される。 

 

2）成果 2 

成果 2 の指標は満たされたことから、成果 2 の全体の達成度としてはおおむね高いと考え

られる。 

成果 1 の達成度にも示したとおり、母子健康手帳の運用や活用方法に関する研修は保健庁

や UNRWA、主要な NGO の管轄する医療施設職員に対して広く実施されている。これに加

えて、本プロジェクトでは産前ケア研修を全 12 県の MCH/RH 担当看護師、助産師、村落保

健員に対して実施している。2010 年 7 月と 10 月には TOT による指導者の養成、同年 11 月

から 2012 年 6 月にかけて上述の対象者に研修が実施され、当初の予定である 500 名を超え

る 538 名が産前ケアの知識・技術を習得している。なお、本プロジェクトでは活動を優先さ

せたが、UNFPA が産後ケアに関する研修を実施した。これに加え、病院や PHC センターで

の産後ケアは母子健康手帳に基づいて実施されており、ガザ地区においても UNICEF の支援

により産後ケア訪問がなされている。これらのことは、プロジェクトで直接技術研修を行っ

た産前ケアだけでなく、周産期にかかわるケアの継続性を促進、向上させているといえる。 

また、研修を受けた医療従事者は、現場での周産期ケアサービス提供時に習得した知識・

技能を活用していることが調査団によるインタビュー等で確認されている。患者/クライアン

トへの指導時には母子健康手帳を活用することによって指導内容の標準化がなされており、

患者/クライアントの満足度も高いことが確認された。また、患者/クライアントの母子健康

手帳の持参率は高く（指標 4-1 の達成度を参照）、母子健康手帳を介した患者/クライアント

間のコミュニケーションも向上している。 
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指標 2 の達成度を以下に示す。 

成果 2：保健庁の PHC センタースタッフの周産期に係る知識及び技術が強化される。 

指 標 達成状況 

2-1．技術研修受講者の

知識と技術が向上す

る。 

� 本プロジェクトが実施した妊婦健診技術研修において、受講者の

研修受講前確認テストの成績に比べ受講後確認テストの成績が

有意に向上した

7
。試験は筆記試験とシミュレーターなどを用い

た実技試験を合計して評価されており、研修により知識と技術の

双方が向上したことが伺える。また、試験結果のばらつきも小さ

くなっており、受講者の知識、技能の標準化が促進されていると

考えられる。受講後の確認テストで合格しなかった受講者の多く

は MCH 監督官等から OJT（On-The-Job Training）によるフォロー

アップがなされ、合格するまでほかの研修での再試験の機会が与

えられていることから、研修受講者全体の知識・技能の底上げが

なされるよう配慮されている。 

� また、妊婦健診技術研修の成果として、研修を受講した村落保健

員の能力が向上し、遠隔地で村落保健員のみが駐在する PHC セ

ンターでも、血圧測定などの妊産婦健診の一部を提供できるよう

になった事例が報告されている。 

2-2．患者/クライアント

の満足度が向上す

る。 

� 本指標はプロジェクト開始時のベースラインデータが存在せず、

プロジェクトの介入前後の比較を行うことは困難である。 

� しかしながら、母子健康手帳利用状況調査では、妊娠を希望する

女性の 99.9％が次回の妊娠出産時においても母子健康手帳を利

用したいと回答している。また、同調査と同時に保健庁が実施し

たクライアント満足度調査でも、PHC センターを受診した女性の

91.8％が MCH サービスを「Excellent」あるいは「Good」と評価

しており、PHC センターの提供するサービスがクライアントの期

待に沿ったものであることが示された。 

2-3．母子保健センター

スタッフと患者 /ク

ライアント間のコミ

ュニケーションが改

善する。 

� 母子健康手帳利用状況調査の結果から、PHC センターのほとんど

の医師、看護師が母子健康手帳を用いて患者/クライアントの診

察を行っていることが確認されている（PHC センター利用者の

71.3％が医師、看護師または双方から母子健康手帳を用いたコン

サルテーションがなされたと回答している）。 

� 調査団による PHC センタースタッフへのインタビューにおいて、

母子健康手帳を活用することによってスタッフの指導内容が標

準化され、適切な患者/クライアント指導が行われていることが

確認された。患者/クライアントへのインタビューにおいても母

子健康手帳への高い関心や活用度が確認されたことから、母子健

康手帳を介して、PHC センタースタッフと患者/クライアントの

                                                        
7
 534 out of 538 samples were subject to analysis, 71.0±17.5 vs. 88.5±10.2

7
, paired Student’s t-test; p<0.000 
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間で良好なコミュニケーションがとられていることが認められ

る。 

2-4．配置された供与機

材が計画どおりに活

用される。 

� 本プロジェクトでは将来の持続性に配慮し、研修用機材以外の機

材供与はほとんど行っていない。現在、超音波診断研修を実施中

であるが、研修後に超音波診断装置を必要とする医療施設への供

与が検討されている。 

� 妊婦健診技術研修で使用したシミュレーターや血圧計などの機

材は、研修終了後に各県に順次供与された。血圧計などの日常診

療で使用できる機器は既に活用されている。シミュレーターは、

次の研修を行うまでは使用されないが、研修講師となった MCH

監督官は使用法を習得しており、今後、保健庁がリフレッシャー

研修などを行う際に使用されることが期待される。 

 

3）成果 3 

長期的な持続性、実現可能性については不確定であるが、終了時評価時点での成果 3 の達

成度は高い。 

パレスチナにおける MCH/RH は保健庁だけでなく、UNRWA、NGO、民間の医療施設など

多くの関係者により提供されていることから、妊産婦や子どもに対する標準的で質の高いサ

ービスを提供するためには関係者間で協調のとれた活動を行うことが必要である。この必要

性から、本プロジェクトでは各関係者間の調整や活動方針の決定を行う NCC と、現状分析

や活動計画案の策定を担う NCC タスクフォースの設立を支援した。NCC 及び NCC タスクフ

ォースは 2009 年 4 月に保健庁によって正式に承認、活動が開始され、これまでに“The 

Palestine National Manual for MCHHB”による MCH/RH サービスの標準化並びに母子健康手

帳の供給・在庫管理の標準化を行っている。また、マニュアルによって標準化された MCH/RH

サービスは NCC や NCC タスクフォースでの会議によって定期的にモニタリングされている。 

このように、パレスチナでの母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスは NCC によって

適切に運営させていることから、これまで NCC は母子健康手帳に係る方針立案や事業実施、

監督母体として機能し、統一された MCH/RH サービスの提供に大きく貢献していると考え

られる。しかしながら、「終了時評価時点で NCC が機能しているか」との観点からは成果 3

は終了時評価時点で達成していると評価できるが、実際の事務局機能や各種実績の取りまと

め、分析はプロジェクトの補助によって維持されている。組織としての持続性を担保するた

めに、何らかの経過措置が必要になると考えられる。 
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成果 3 の達成度を以下に示す。 

成果 3：NCC が母子健康手帳にかかわる政策立案、事業実施及び監督母体として機能する。 

指 標 達成状況 

3-1．各ステークホルダ

ーが、定められた母

子健康手帳のカバレ

ージ基準（供給 /在

庫、配布、記入）を

遵守する。 

� 指標 3-1〜3-3 では明確な達成目標や達成していることを示す状

態などが明確に規定されていないことから、ここでは以下に示す

関連情報をもって達成状況を補強するものとする。 

� プロジェクトの支援により母子健康手帳の医療機関での運用方

法や供給・在庫管理を定めた“The Palestine National Manual for 

MCHHB”が作成され、2010 年 4 月に NCC で承認されている。

同マニュアルに従って、保健庁、PMRS の医療施設では定められ

た方法（Format 6）での母子健康手帳の在庫・供給に関する報告

がほぼ定期的に保健庁公衆衛生局になされている。他の NGO に

ついては報告の遅れが認められているが、定期的な報告について

働きかけを継続中である。UNRWA の医療施設では、独自の方法

で在庫管理がなされている。 

� 母子健康手帳の配布状況のモニタリング・評価は、以下の手順で

実施される。現場の医療施設において、配布数、再診の際に持参

した数、紛失・破損した数等が集計され、県プライマリー保健局

の MCH スーパーバイザーに提出され、MCH スーパーバイザーは

県ごとに全医療施設から提出された報告書を集計し、フェーズ 1

においてパレスチナ保健統計局により整備された「母子健康手帳

データベース」に統計課担当官により入力され、オンラインでつ

ながっている保健庁 PHCPHD の地域保健課（CHD）が保健庁 1

次医療施設全体の配布数をモニタリングするというシステムに

なっている。これまでは、上記モニタリングはプロジェクト支援

の下で実施されており、JCC や NCC で報告、関係者間で共有さ

れてきた。上述のとおり、供給・在庫管理の観点からのモニタリ

ングシステムはおおむね確立しているが、NCC 単独で活用状況

モニタリングを行えるような引き継ぎを残りの期間で実施する

必要がある。 

3-2．定められた方法で

の母子健康手帳のモ

ニタリング・評価が

全地域で実施され

る。 

3-3．定められた母子健

康手帳のカバレージ

基準及びモニタリン

グ手法の遵守状況を

NCC が監督する。 

3-4．関連予算確保によ

り、母子健康手帳を

通じた MCH/RHサー

ビスが継続する。 

� UNICEF を通した日本政府の無償資金協力によって 38 万部の母

子健康手帳及び 1,500 冊の月次報告書様式が印刷され、2013 年使

用予定分までは確保済みである。 

� 2014 年以降の保健庁による母子健康手帳印刷のための予算確保

は、2010 年 10 月 27 日の保健庁、UNICEF 及び JICA の会議によ

り約束され、議事録により確認されている。 

 

4）成果 4 

成果 4 の達成度は計画された活動が変更されたことにより影響を受けた。しかしながら、

他の活動が間接的に成果 4 の指標達成に貢献したことにより、成果 4 の達成度は適正である
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と考えられる。 

活動 4-3 で示したとおり、日本・パレスチナ側双方の一連の協議によって、本活動は NGO

に委託して実施するとの当初の計画は変更されたが、母子健康手帳を利用した健康教育を忠

実に実施した。 

以下の指標の達成状況に示すとおり、プロジェクトで直接介入を行った医療施設では患者

/クライアントの母子健康手帳持参率は 98.3％と高く、産前産後ケア、乳幼児ケアに係る健康

教育のページもほとんどの患者/クライアントに読まれていることが確認されており、指標の

達成度はおおむね良好である。調査団によるインタビューでも、患者/クライアントにより母

子栄養や健康管理に母子健康手帳が有効に活用されていることが確認されていることから、

プロジェクトにより直接的な啓発活動が実施されていないにもかかわらず、ヨルダン川西岸

地区では地域住民の MCH/RH に係る知識・意識は向上したと考えられる。これは、プロジ

ェクトで研修を受けた医療従事者が、母子健康手帳によって健康教育に関するメッセージが

適切に患者/クライアントに伝達されたことが知識・意識の向上に一部貢献したことによるも

のと考えられる。 

他方、ヨルダン川西岸地区での民間セクターの医療機関への働きかけは開始されたばかり

である。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA 管轄の医療施設以外では母子健康手帳の運用

状況も十分に把握されていないことから、これらは今後の課題として整理される。 

    

成果 4 の達成度を以下に示す。 

成果 4：地域住民の母子保健・リプロダクティブヘルス（MCH/RH）に関する知識・意識

が向上する。 

指 標 達成状況 

4-1. 保健庁の母子保健

センター、病院、ハ

イリスク PHCセンタ

ーへの母子健康手帳

持参率が向上する。 

� 保健庁年次報告書（2010 年）では、ヨルダン川西岸地区における

母子健康手帳持参率は 98.3％であった。保健庁により持参率が調

査されたのは 2010 年のみで終了時評価時点の持参率は不明であ

るが、現在も保健庁関連の医療施設を訪問する妊産婦のほとんど

が、母子健康手帳を持参していることがプロジェクトや終了時評

価調査団の直接観察により確認されており、持参率が向上したと

判断できる。 

� 母子健康手帳利用状況調査では、妊産婦の 69.0％が「always」、

25.3％が「sometimes」、妊産婦健診のために医療機関を訪問する

際に母子健康手帳を持参すると回答している。 

� 本調査は対象者の訪問する医療機関を限定しない調査である。調

査結果の分析を行うにあたって、保健庁や UNRWA を訪問する際

には母子健康手帳を持参するが、NGO や民間の PHC センターを

訪問する際には持参しない妊産婦が「sometimes」と回答してい

ることが確認されており、民間の医療機関を中心とした本プロジ

ェクトの主要な対象以外の医療機関を受診する際の母子健康手

帳の活用向上が、今後の課題として明らかとされた。 
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� なお、この結果をもとに、ポスターでの母子健康手帳の活用の啓

発を行うことが計画されている。 

4-2. 母子健康手帳の所

有率が増加する。 

� パレスチナにおいて、受診する医療機関を特定しない過去 2 年に

出産した 15～49 歳の女性を対象とした実際の所有率を示す最新

の数値は、パレスチナ中央統計局によって実施された“Palestinian 

Family Survey 2010”のみである。同調査の結果からは、プロジ

ェクト期間の中間地点で既にヨルダン川西岸地区の対象者の

83.5％が実際に母子健康手帳を所有していることが明らかとな

った。 

� なお、本プロジェクトが直接介入を行っていないガザ地区におい

ても、62.3％が母子健康手帳をもらったことがあると回答してい

る。これは、保健庁と UNRWA 管轄の医療施設では母子健康手帳

の配布が行われているためである。保健庁管轄の医療施設及び

UNRWA 管轄の医療施設での母子健康手帳の配布が開始された

のがそれぞれ 2010 年及び 2009 年であることから、終了時評価時

点でのガザ地区での母子健康手帳所有率は高くなっていると考

えられ、所有率は増加したと判断できる。 

� 民間の医療施設だけを利用する女性への利用促進は、今後の課題

として残されている。 

4-3. 家庭内における

MCH/RH に関する情

報の共有とコミュニ

ケーションが改善す

る。 

� 母子健康手帳利用状況調査では、母子健康手帳を所有する妊産婦

の 64.5％が母子健康手帳の記録を家族に見せたことがあると回

答しており、家庭内における情報共有とコミュニケーション改善

に向け良好な方向に向いていると判断できる。6 割以上の妊産婦

が母子健康手帳を用いた家族とのコミュニケーションを行って

いることは、自分自身や子どもの健康に関する家庭内での意思決

定に参画するといった女性のエンパワーメントにつながること

が期待でき、良好な結果と捉えることができる。 

4-4. MCH/RH に係る知

識が向上する。 

� 本指標も明確に定義されていない。したがって、ここでは以下に

示す関連情報をもって達成状況を補強するものとする。 

� 母子健康手帳利用状況調査では、母子健康手帳を所有する妊産婦

の 92.6％が健康教育/妊産婦情報に関するページを読んでいると

回答している。また、同調査においては妊婦に対する一般的なガ

イド、授乳や子どもの栄養、成長曲線などの項目が特に関心をも

って読まれていることが示されている。 

� 調査団の妊産婦に対するインタビューにおいても、妊娠中の異常

発生時の対処や子どもの健康管理に役立てられていることが確

認された。 

� よって、母子健康手帳は MCH/RH に係る知識向上に貢献してい

ると判断することができる。 
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5）成果 5 

成果 5 の指標は達成されており、成果 5 全体の達成度も高いと考えられる。 

以下の指標の達成状況に示すとおり、JCC や NCC を通してプロジェクト活動の進捗や成

果の創出状況は定期的にモニタリングされていた。また、JICA の運営指導調査団や中間レビ

ュー調査時に活動が見直され、それらの提言に基づいて活動の整理、優先づけなされたこと

から、その後の円滑なプロジェクト活動の実施や確実な成果創出が可能となっている。 

    

成果 5 の達成度を以下に示す。 

成果 5：プロジェクト活動のモニタリング・評価を通じ、プロジェクトの実施がより一層

強化される。 

指 標 達成状況 

5-1. JCC 及びオリエン

テーション /技術研

修等の記録（議事録）

が取りまとめられ、

プロジェクト活動の

修正・変更に活用さ

れる。 

� JCC や NCC では活動実績が報告され、定期的なモニタリングが

継続されている。議事録は毎回作成され、関係者に共有されてい

る。 

� その後の活動予定や方針の修正・変更は NCC の承認を得るプロ

セスとなっており、効果的なプロジェクト活動の実施に貢献して

いると考えられる。 

� 2010 年に発表された“Palestine Family Health Report”において、

調査項目に母子健康手帳の関連項目が追加された。調査結果は本

プロジェクトのモニタリング・評価に有効に活用された。 

 

（3）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクト目標の指標のいくつかは、終了時評価時点で達成できていない項目もあるが、

プロジェクト目標の達成見込はおおむね高いと考えられる。 

パレスチナ側により保健庁や UNRWA、主要な NGO の医療施設での母子健康手帳運用が

拡大され、本プロジェクトでは母子健康手帳の運用や活用方法、供給・在庫管理の標準化、

現場の医療従事者の能力強化を行うことにより、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービス

がパレスチナの保健サービスのなかに定着しつつある。また、質の高い母子健康手帳を用い

た MCH/RH サービスの提供を確かにするために、本プロジェクトでは NCC の設立と運営を

支援しており、終了時評価時点でも NCC を核とした母子健康手帳の運用マネジメントが継

続されている。 

プロジェクトの直接介入がヨルダン川西岸地区に限定され、地域住民に対する MCH/RH

に係る啓発活動の実施方法が相互協議に基づいて再設計された。しかしながら、以下のプロ

ジェクト目標に対する指標の達成状況に示すとおり、本プロジェクト開始以降、産前ケア、

産後ケア、乳幼児ケアを受ける母子の数は大きく向上し、その多くが母子健康手帳を活用し

ている。また、母子健康手帳は既存のリファラル用紙を補強する形で医療機関に活用されて

いることから、産前ケアから病院での出産、産後ケアや乳幼児ケアの一貫性の向上を可能に

している。 

このような質・量の両面での MCH/RH サービスの向上が、特にヨルダン川西岸地区で確

認されているが、出産時の情報を病院から 1 次医療施設へのフィードバックや母子健康手帳
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の配布のタイミング（効果的な産前ケアのための妊娠初期の配布）、民間病院での母子健康

手帳運用は向上の余地があり、今後の取り組みが強化されることが期待される。 

    

プロジェクト目標に対する指標の達成度を以下に示す。 

プロジェクト目標：パレスチナ自治区全域における MCH/RH サービスが改善される。 

指 標 達成状況 

1. 保健医療ケア提供施

設（保健庁、UNRWA、

NGO、民間）間の周

産期 ケアの継 続性

（母子健康手帳を活

用したリファラル率、

フィードバック率）が

向上する。 

� パレスチナでは患者を上位の医療施設へリファーする際は指定

のリファラル用紙が使用されている。また、出産は原則病院で

行われているため、母子健康手帳によるリファラル率の向上を

用いた本指標は、プロジェクト目標を正確に測定するための尺

度としては不適切である。 

� 出産のために病院を受診する妊婦の多くが母子健康手帳を病院

に提出していることから、病院側も産前の経過の確認が容易と

なっている。病院の医師及び看護スタッフが記入する“Hospital 

Remarks”は産後ケアのために PHC センターにカウンターリフ

ァラルされる際に出産時の状況のフィードバックとして活用で

きるため、産前から出産、産後ケアにわたって継続性のある産

前産後管理が可能となっている。 

� “Hospital Remarks”の記入率は 2008 年の 6.1％（UNRWA による

調査結果を参照）から、プロジェクトの実施に伴い 2012 年では

約 18％（母子健康手帳利用状況調査）に向上しているが、依然

として満足できるレベルにない。これは病院職員向けの研修が

2011 年の後半に実施され、研修後で日が浅いことが一因として

考えられるが、病院での記入率向上のための取り組みが継続さ

れることは必要である。 

� パレスチナの多くの女性は妊娠から出産、育児に至る過程のなか

で複数の医療施設を利用することがあることから、母子健康手

帳を使用することにより、どの医療施設を利用しても医療履歴

に関する情報を継続して記録することができるようになってい

る。調査団によるインタビュー結果から、母子健康手帳を活用

することによって、医療従事者のケアの継続性に対する意識を

高めていることが確認された。 

2. 妊婦に対する母子健

康手帳の配布率が上

昇する。 

� 2010 年にパレスチナ統計局によって実施された“Family Health 

Survey”によれば、母子健康手帳を所有している女性の 46％が

妊娠期間中に母子健康手帳を受け取ったと回答している。2012

年にプロジェクトで実施した母子健康手帳利用状況調査では、

母子健康手帳を配布された時期が妊娠中と回答した女性が

58.7％と上昇しており、プロジェクトによる介入効果が示唆され

る。 
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� しかしながら、配布時期が出産時と回答した女性が 4.7％、産後

ケアや子どもの予防接種時と回答した女性が 36.6％であり、効

果的な産前産後の継続ケアを実現するには、妊娠期間中、特に

産前ケアの初診時の配布率をより高めていく必要がある。 

3. 妊婦・産褥（産後）、

乳幼児健診（成長発

達健診・EPI）受診者

が増加する。 

� 妊婦ケア、産後ケア、乳幼児ケア（成長発達健診及び予防接種）

ともに、延べ受診者数はプロジェクトが開始された 2008 年から

上昇し、2010 年にはほぼ定常状態となっている（表－2）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 2008 年から受診者数が増加していることから、保健庁による母

子健康手帳の全国展開とそれに引き続くプロジェクトによる研

修の実施が受診者の増加に一定程度貢献していると考えられ

る。しかしながら、各ケアに適正な回数の受診がなされている

かやケアサービスへのアドヒアランスに関する分析は実施され

ていないため、今後の更なる調査が求められる。 

 

３－３ 実施プロセスの検証 

（1）プロジェクト活動の進捗 

プロジェクト活動は、実施計画書（PO）や NCC の 4 カ年活動計画に沿って実施されたが、

いくつかの内部・外部条件によってその進捗に影響があった。特に、プロジェクト期間の前

半では NCC や NCC タスクフォースの設立準備や、具体的な研修運営に係る事務手続きの関

係各所間調整に、予想以上の時間を要した。また、ガザ地区への本プロジェクトの介入方法

に係る協議やプロジェクト活動の具体的な実施方法の調整に一定の時間を要している。 

しかしながら、運営指導調査団や中間レビュー調査団とパレスチナ側の関係各所との協議

により、プロジェクト活動の範囲が整理され、活動の優先づけが行われて以降、プロジェク

ト活動は促進され、プロジェクト期間内に予定された活動は完了できる見込である。 
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（2）プロジェクトマネジメント 

本プロジェクトは当初、PDM Version 0 に基づいて、2008 年 11 月より 4 年間の予定で実施

された。プロジェクト開始後、PDM はプロジェクトをとりまく現状に沿った必要な改訂が 2

回実施され、それぞれ合同調整委員会（JCC）において承認されている。 

プロジェクトの進捗や成果創出は、JCC や NCC で保健庁、UNRWA や主要な NGO、他の

パレスチナ側関連機関によって定期的にモニタリング・評価がなされており、効果的かつ効

率的なプロジェクトマネジメントがなされていると考えられる。 

 

（3）関係者間のコミュニケーション 

プロジェクト開始から 2010 年 11 月までは、月例会を開催し、プロジェクト活動や成果、

活動計画について情報共有や協議が保健庁や UNRWA、NGO などの主要な関係機関との間で

実施されてきた。プロジェクトの研修活動が本格化し、NCC が本格的に監督母体として機能

するようになってからは、NCC や NCC タスクフォースで関係機関との情報共有や協議が継

続されている。また、研修活動等を通じて、関係機関や県の担当者とは日常的なコミュニケ

ーションが取られており、終了時評価時点まで関係者間のコミュニケーションは良好に保た

れている。 

 

（4）オーナーシップ及び自主性 

プロジェクト開始前に保健庁や UNRWA の管轄する医療機関で母子健康手帳の配布が開始

され、パレスチナ側の高いコミットメントが示されたが、プロジェクト開始当初はいくつか

の関係者でプロジェクト活動の運営に若干消極的な姿勢が見られていた。しかしながら、プ

ロジェクト活動が進み成果が確認されるにつれてパレスチナ側のオーナーシップは大きく

向上し、現在は本プロジェクトが自分たちのプロジェクトであるという認識が強いことが確

認されている。 

他方、成果 3 の達成度に示したとおり、母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスの持続

性には NCC が重要な役割を果たすことが求められるが、これまではプロジェクトがその事

務運営を大きく支援している。よって、残りのプロジェクト期間でプロジェクトは適切な事

務局機能の移譲をパレスチナ側に行うとともに、NCC の運営についてもパレスチナ側のオー

ナーシップが発揮されることが望まれる。 
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第４章第４章第４章第４章    評価結果評価結果評価結果評価結果 

４－１ 妥当性 

以下に示す理由から、プロジェクトの妥当性は、終了時評価時点でも高く維持されている。 

（1）パレスチナにおける保健政策プロジェクト目標の一致性 

保健庁は「パレスチナ国家保健戦略（2011～2013）」のなかで、質の高い MCH/RH サービ

スを重視している。中間レビューでも確認されたとおり、同戦略のなかで「質の高い保健サ

ービスへのアクセス」は 8 つの優先課題の 1 つに明記されており、そのゴールとして①小児

死亡の低下、②母親の健康向上及び、③リプロダクティブヘルスへの普遍的アクセスの 3 つ

を規定している。これに加えて、同戦略には「人材育成」と「組織開発」も優先課題に位置

づけられている。他方、2007 年 11 月に保健大臣は、フェーズ 1 プロジェクトの提言を受け、

より良い MCH/RH サービスの提供に向けてパレスチナのすべての医療機関は母子健康手帳

を導入すべしと発表した。したがって、プロジェクト目標とパレスチナの保健政策との一致

性は、終了時評価時点でも高く維持されていることが確認された。 

 

（2）ターゲットグループのニーズとプロジェクト目標の一致性 

パレスチナの MCH/RH を含む保健サービスは、保健庁管轄の医療施設だけではなく、

UNRWA や NGO などの援助機関が管轄する医療施設によっても大きく支えられている。本

プロジェクト開始以前は各組織で独自の方法でサービスを提供しており、統一された

MCH/RH サービスの提供がないことが問題となっていた。本プロジェクトでは、NCC によ

る保健庁のほか UNRWA や主要な NGO の協調のもと管轄の医療施設に母子健康手帳が導入

され、看護師や助産師によって提供される MCH/RH サービスも母子健康手帳を活用するこ

とにより統一化された。また、本プロジェクトは UNFPA や他の協力機関と協力して周産期

ケアの知識・技能の向上の機会を提供している。 

他方、「パレスチナ国家保健戦略（2011～2013）」のなかでも、乳幼児の健康向上が減速し

ていることが述べられている。UNRWA の近年の調査においても、乳幼児死亡率は停滞して

いると報告されている

8
ことから、パレスチナの母子のニーズと本プロジェクトの目標との一

致性は依然として高いと考えられる。 

 

（3）日本の援助方針とプロジェクト目標の整合性 

2010 年 9 月に日本政府が発表した「国際保健政策 2011～2015」において、「国際保健（グ

ローバルヘルス）」におけるわが国の貢献を外交戦略の一部として位置づけ、「人間の安全保

障」の実現を通じたミレニアム開発目標（MDGs）達成のため、その課題（ボトルネック）

解決に焦点を当てた効果的・効率的な支援を実践する」とのビジョンを示し、「乳幼児死亡

の削減（MDG 4）」と「妊産婦の健康改善（MDG 5）」に係る母子保健を同政策の重点分野に

位置づけている。また、MDG 4、5 の実現のために同政策では「EMBRACE（Ensure Mothers 

and Babies Regular Access to Care）」を新しい支援モデルとして提唱し、産前から産後まで切

れ目のない手当を確保することをめざしている。本プロジェクトでは将来の女性と子どもの

健康向上（上位目標）に向けて、MCH/RH サービスの向上をプロジェクト目標としているこ

                                                        
8 Flavia Riccardo, et al. Low infant mortality among Palestine refugees despite the odds. Bull World Health Organ 2011; 89:304–311 
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とから、わが国の国際保健政策との一致性は高い。また、本プロジェクトでは母子健康手帳

の活用を通じて、ケアの切れ目のないサービス提供をめざしていることから、本プロジェク

トは EMBRACE モデルの構築にも一定程度寄与するものである。 

また、中間レビューでも確認されているとおり、わが国の中長期的な対パレスチナ政策に

おいて、パレスチナへの人道支援と国家建設が主要な支援内容として掲げられており、2011

年 6 月のわが国の対パレスチナ支援（ファクト・シート）でも母子保健は国家建設支援を形

成する重点 7 分野の 1 つに位置づけられていることから、本プロジェクトの目標とわが国の

援助方針との整合性は高い。 

 

（4）実施方法の適切性 

本プロジェクトでは、保健庁のリーダーシップの下で UNRWA や主要な NGO との協調の

うえで活動が進められてきた。UNRWA 及び 4 つの主要 NGO（HWC、PFPPA、PRCS、PMRS）

は JCC のメンバーとしてもプロジェクト運営に協力している。このように、パートナー機関

を初期の段階から巻き込んだ取り組みを行ったことが、母子健康手帳の急速な拡大の鍵とな

ったものと考えられる。 

 

（5）社会的配慮 

1）現場の医療従事者は英語の理解が十分でない場合があり、研修ではカンターパートを講

師としたアラビア語での講義を実施したり、同言語での教材を作成するなど、配慮を行っ

ている。 

2）女性が腕や足を見せる必要がある産前健診研修では、参加者（全員女性）が気兼ねなく

研修に集中できるよう、外部から覗くことができないようカーテンを閉め、一般男性の入

室（必要性があるとき以外）はなるべくできないような配慮がなされている。 

3）母子健康手帳のなかの健康教育のターゲットは妊産婦だけでなく、父親や他の家族も含

めており、イスラム教の社会背景のなかで男性の協力を促すようなジェンダー配慮もなさ

れている。 

 

４－２ 有効性 

以下の理由から、プロジェクトの有効性はおおむね高い。 

（1）プロジェクト目標の達成度 

プロジェクトでは、保健庁と他のパートナー機関の協力の下で全国展開がなされた母子健

康手帳の運用強化（成果 1）及び周産期ケア向上に向けて現場レベルでの人材育成を行った

（成果 2）ことによって、1 次医療施設での周産期ケアサービスの向上に貢献した。また、

プロジェクトでは NCC の設立支援と監督母体としての機能強化を支援した（成果 3）。母子

健康手帳が健康教育やコミュニケーションツールとして使用されるようになったことで、地

域住民（妊産婦）の MCH/RH に対する知識・意識も向上している（成果 4）。さらに、プロ

ジェクトは JCC や NCC だけでなく、他の利用可能な調査結果など活用することによって定

期的な進捗や成果達成状況がモニタリングされている（成果 5）。このような成果の達成状況

から、本プロジェクトは、プロジェクト期間終了までにその目的をおおむね達成できると考

えられる。 
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他方、本プロジェクトはガザ地区での直接介入が制限されていたものの、母子健康手帳は

保健庁や UNRWA の努力によって同地区にも順調に導入された。 

このように関係者間が協調して取り組んだ結果、本プロジェクト及びパレスチナ側によっ

て全国展開された母子健康手帳が適切に現場で運用され、MCH/RH サービスのなかで定着し

ている。また、母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスがヨルダン川西岸地区の医療機

関の大部分を占める保健庁、UNRWA、主要な 4 NGO に導入されたことで、これらの医療機

関では患者/クライアントが標準化されたサービスが受けられるようになっている。さらに、

母子健康手帳を用いることで、産前ケア—出産—産後ケア/乳幼児ケアが一連のサービスとして

提供されるようになったことは、プロジェクト目標である MCH/RH サービスの向上に大き

く貢献している。しかしながら、病院における母子健康手帳の記入や民間医療施設の巻き込

みは今後の課題である。 

 

（2）成果達成のための外部条件 

「プロジェクト予算と人員が計画どおり適切に配置されている」の状況 

パレスチナ自治政府に人材不足の問題があることは否めないが、プロジェクト活動にかか

わるパレスチナ側人材は適切にプロジェクトの管理や実施に取り組んでいる。 

 

（3）プロジェクト目標達成のための外部条件 

「研修を受けた保健庁の PHC センタースタッフのほとんどが、保健庁の PHC センターで

働き続ける」の状況 

これまでにカウンターパートや研修を受けた人材の離職・異動はほとんど無く、研修を受

けた人材は研修で習得した知識・技術を日常業務に発揮している。 

 

（4）有効性への促進要因 

1）プロジェクト活動は、NCC の下でカウンターパート機関である保健庁だけでなく、

UNRWA や主要な NGO の協調のもとで実施されたため、プロジェクト活動が各関係機関

で効果的に進められた。 

2）プロジェクトのパレスチナ人現地スタッフは能力が高く、事務だけでなく技術的にもプ

ロジェクト活動を支えている。 

 

（5）有効性に対する阻害要因 

本プロジェクトの対象地域はパレスチナ全体としているが、プロジェクト開始当初からプ

ロジェクトの直接介入は安全上の理由によるヨルダン川西岸地区に制限されている。プロジ

ェクトの投入規模を考慮した場合、パレスチナ全体で活動を実施することは野心的であった

とも考えることができるが、他のパートナー機関や保健庁からの投入がプロジェクトの活動

を効果的に補完している。 

 

４－３ 効率性 

幾つかの内部及び外部条件によりプロジェクトの円滑な実施が一部阻害されたが、効率性はお

おむね高い。 
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（1）プロジェクト活動の進捗 

プロジェクトの前半では、NCC 設立準備や研修運営手続きに関する合意形成に予想以上の

時間を要した。また、ガザ地区へのプロジェクトの介入は安全上の問題が解決するまで実施

しないことを日本・パレスチナ側双方が合意しており、終了時評価時点でも JICA 専門家が

プロジェクト活動実施のためにガザ地区への立ち入り制限が継続されている。このように、

内部条件、外部条件によって予測できない活動の遅延があったため、一定程度効率性が阻害

されたと考えられる。しかしながら、中間レビュー以降は活動が整理され、優先性に従った

活動を精力的に実施されたことにより、予定されているプロジェクト活動は期間内に完了で

きる見込である。したがって、このような活動の遅延によるプロジェクト目標の達成への深

刻な影響は回避されたものと考えられる。 

 

（2）提供された資機材の有効利用 

これまでにシミュレーターや血圧計などの研修で使用する最低限の機材がヨルダン川西

岸地区の各県に供与された。シミュレーターは次の研修を行うまでは使用されないが、研修

講師となった MCH 監督官はシミュレーターの使用法を習得している。また、血圧計などの

医療機器は、日常診療で使用できる機器は活用されていることから、終了時評価時点におい

て供与機材の利用に関する問題は生じていない。 

 

（3）既存リソースとの連携 

1）日本のその他援助との協力活動 

本プロジェクトは、保健庁母乳推進委員会と協力し母乳育児パンフレットの改定・増刷

を行った。合計 7 万 5,000 部を増刷し、2012 年 1 月から 4 月にかけて納品され母乳推進委

員会を通じ順次全国に配布されている。 

日本政府の UNICEF への拠出金を用いて、UNICEF は 2012 年 7 月 4 日にヨルダン川西

岸地区の宗教指導者を対象とした母乳育児の啓発ワークショップを UNICEF、宗教庁、保

健庁母乳推進委員会、保健庁の共同開催にて執り行われた。本ワークショップには、本プ

ロジェクトのチーフアドバイザーも参加しており、その様子が現地新聞にも紹介されてい

る。これによって、本プロジェクトが上位目標としてめざしている完全母乳育児率の向上

へも貢献することが期待される。 

UNICEF を通した日本政府の無償資金協力によって 38 万部の母子健康手帳及び 1,500 冊

の月次報告書様式が印刷され、2013 年使用予定分までは確保済みである。 

2）他のリソースとの連携 

研修講師に病院産婦人科医師（現大学講師）などの現地の人材を有効に活用している。 

中間レビュー調査時にプロジェクト活動を整理した結果、本プロジェクトで行う技術研

修は産前ケアを優先的に行うこととされた。その後、UNFPA が産後ケアの技術研修を行

ったことから、PHC センターの医療従事者は技術研修が本プロジェクトと UNFPA の研修

によって周産期ケア全体についての技術を習得したと考えることができる。 

本プロジェクトは、UNRWA や主要な NGO との協調のもとで活動が進められている。

ガザ地区への本プロジェクトの直接介入は実現できていないが、母子健康手帳の配布は保

健庁や UNRWA の病院で開始されている。これに加えて、ガザ地区では UNICEF、JICA、
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保健庁及び UNRWA のガザ地区の母子保健分野の支援に係る調整会議が不定期に開催され

ている。 

 

（4）効率性に対する促進要因 

1）“Efficient collaboration with other development partners and other sectors relevant to MCH/RH” 

これまで述べたとおり、プロジェクトは NCC の協調のもと UNRWA や主要な NGO との

協力を導いてきた。このようなパートナー機関を NCC メンバーとしてプロジェクトの早

い段階から巻き込んだことで、効率性が促進されたものと考えられる。 

2）本邦研修 

研修を受けた人材は今もプロジェクトの主要な実施者、協力者として協働しており、本

邦研修で習得した知識・経験を MCH/RH サービスやプロジェクト活動の運営に発揮して

いる。 

 

（5）効率性に対する阻害要因 

3-3.（1）「プロジェクト活動の進捗」の項で述べたとおり、プロジェクト前半の活動遅延

の理由となった内部要因、外部要因は予測できない効率性の阻害要因として整理される。 

 

４－４ インパクト 

プロジェクトの実施によって、以下に示す正負のインパクトが確認または期待されている。 

（1）上位目標の達成の可能性 

母子健康手帳に基づいた MCH/RH サービスは、特にヨルダン川西岸地区においてパレス

チナの保健システムでの定着が認められており、医療機関での MCH/RH サービスは統一化、

標準化されている。調査団によるインタビューなどでも妊産婦の健康管理への意識が向上し

ていることも確認されていることから、将来の女性や子どもの健康が一定程度向上すること

は期待できる。また、ガザ地区では保健庁や UNRWA の医療施設で母子健康手帳が導入され

ているが、本プロジェクトでは技術指導などの直接介入は実施できなかった。ガザ地区の医

療施設の MCH/RH サービスを担当する職員への技術指導を如何に実施するか、民間や NGO

の医療施設での母子健康手帳の導入をどのようにしていくかなどは、上位目標達成に向けた

今後の課題として整理される。 

他方、上位目標達成を測定する指標のいくつかについて、論理構成や指標としての適切性

に問題があることが確認された。プロジェクトを通して母子健康手帳が MCH/RH サービス

のなかに定着していくにつれて、周産期ケア、乳幼児ケアの受益者数が大きく増加している

ことから、妊婦に対する母子健康手帳の配布率がより一層向上することは期待できる。また、

妊産婦の意識・知識も向上していることから、ビタミン A+D 投与率、完全母乳育児率の向

上も期待できる。しかしながら、女性や子どもの健康には MCH/RH のほかにも多くの要素

があり、現在指標として設定されている貧血や妊産婦死亡率、乳児死亡率の低下などの「ア

ウトカム指標」の達成は予測できない。 

 

（2）上位目標への外部条件 

「パレスチナ自治政府と保健庁の母子保健サービスの政策に変更がない」の現状 
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妥当性の項でも述べたとおり、パレスチナの保健政策のなかで MCH/RH は重要視されて

おり、これまでも保健大臣の強いコミットメントによって母子健康手帳を全国展開がなされ

たことでも、MCH/RH サービスのなかでの母子健康手帳の重要性の認識は高いもと考えられ

る。また、現在、保健庁のなかで助産師の“Job description”を策定作業中であるが、そのな

かで母子健康手帳を用いたサービスの提供が盛り込まれることが予定されており、今後もパ

レスチナの保健サービスのなかで MCH サービスの重要性が維持されることは見込まれる。 

 

（3）その他の正のインパクト 

1）パレスチナ周辺国の MCH/RH サービス向上への貢献 

UNRWA が MCH/RH サービスに母子健康手帳の活用を組織全体として採用しており、本

プロジェクトで直接介入ができなかったガザ地区の UNRWA 医療施設への導入を行った。

それに加え、2010 年からヨルダン、シリア、レバノンの UNRWA 管轄の医療施設で母子健

康手帳が導入されており、本件は本プロジェクトの大きなインパクトであると考えられる。

このことは、フェーズ１プロジェクト及び本プロジェクト（フェーズ２）が UNRWA を通

してこれらの国のパレスチナ難民に対して大きな正のインパクトを及ぼしていると考え

られる。UNRWA は合計 138 カ所のクリニックのネットワークを通じて、毎年約 10 万冊の

母子健康手帳を新規登録された妊婦に配布している。日本政府による UNRWA への拠出金

も、このような母子健康手帳の普及拡大のインパクト創出に貢献している。 

2）周産期ケアにおける MCH/RH サービスの連続性への貢献 

母子健康手帳が導入されたことによって、病院は産前ケアの情報を出産に確認すること

ができ、同様に PHC センターは産前ケア及び出産時の情報を産後ケアに活用することが

可能になっている。このように、母子健康手帳の導入は、医療施設の種類やレベルにかか

わらず、妊婦や育児中の母親に対するケアを一連のケアとして連結することに貢献してい

る。 

これに関連して、調査団は母子健康手帳が周産期ケアの連続性向上への貢献を象徴する

事例を聞き取ったので、次に紹介する。「パレスチナの PHC センターを受診したヨルダン

在住の妊婦が同国の UNRWA 医療施設で配布された母子健康手帳を所有していた。母子健

康手帳によって PHC センターの助産師はその妊婦のヨルダン川西岸地区での妊娠経過を

確認することができ、その後の産前ケアに活用することができた。」 

3）異なる種類やレベルの医療施設での MCH/RH サービスの標準化への貢献 

本プロジェクト開始前に、保健庁はヨルダン川西岸地区の主要な医療機関に母子健康手

帳による MCH/RH を導入した。また、プロジェクトでは全県の現場の医療従事者に母子

健康手帳を用いた健康教育や産前ケアの技術指導を提供している。このことにより、医療

施設と患者/クライアント間で適切な母子健康手帳の運用が定着した。医療機関の種類やレ

ベルにかかわらず、患者/クライアントに対して標準化された MCH/RH サービスを提供す

ることが可能となっている。 

4）パレスチナ人医師の能力強化への将来的な貢献 

プロジェクトは 2012 年 7 月から 9 月にかけて、Nablus 県の Rafidia Hospital において、

各県から選定された計 24 名（各県よる 2 名）の妊産婦健診を担当する一般医に対して、

超音波診断に関する研修が開始されている。保健庁は、研修に参加した医師の上位数名に
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海外研修のスカラーシップを与えることを検討しており、これが実現すれば、本プロジェ

クトの研修がパレスチナの医師の能力強化に間接的に貢献することが期待される。 

 

（4）その他の負のインパクト 

通常は出産のために PHC センターから病院に患者/クライアントをリファーする際には母

子健康手帳に加えて所定のリファラルレターを添付することになっている。しかしながら、

最近、リファーされる際に患者/クライアントがリファラルレターを PHC センターからわた

されず、母子健康手帳をもってリファラルレターに代えているケースがいくつか確認されて

いる。母子健康手帳はいかにも PHC センターと病院のリファラルシステムの強化に貢献す

るものであるが、すべてのケースで代替とはならないため、今後、リファラルシステムのな

かでの母子健康手帳の運用方法に注意していく必要がある。 

 

４－５ 持続性 

総合して持続性はおおむね高いが、以下に示すような幾つかの条件が満たされれば、本プロジ

ェクトの持続性がより向上すると考えられる。 

（1）政策的、制度的側面 

民間医療施設における運用の課題が残るが、政策的、制度的、持続性はおおむね高い。 

妥当性やインパクトの項でも述べたとおり、パレスチナの保健政策のなかで、母子健康手

帳を活用した MCH/RH 政策の重要性は、今後も維持されることが見込まれる。重要性への

認識は維持されるものと考えられる一方で、民間を含むすべての医療施設における母子健康

手帳運用に法的強制力があるわけではない。また、本プロジェクトは民間医療施設に対して

母子健康手帳の活用方法のセミナーは実施しているが、導入のリクエストの声は上がってい

るものの、母子健康手帳の供給・配布管理の運用メカニズムのない民間医療施設での導入（配

布）が困難な状況である。民間の医療施設での具体的な運用をどのように行っていくかにつ

いて、今後 NCC 等を活用し、関係者間で政策や戦略が検討されることが望ましい。 

また、NCC や NCC タスクフォースの TOR は保健庁プライマリーヘルスケア・公衆衛生局

長により公式に認識され、保健庁の管轄する“National Committee”の 1 つに正式に位置づけ

られている。母子健康手帳の運用に関して、保健庁や UNRWA、主要 NGO などの関係機関

の活動計画、進捗・成果管理が NCC で行われており、効果的に監督母体として運営されて

いる。したがって、NCC は今後の母子健康手帳運用の持続性の鍵となるものと考えられるこ

とから、今後も NCC の機能維持のために政策的・制度的支援が維持・強化されることが望

まれる。 

 

（2）財政的側面 

財政的な持続性は中程度である。 

2014 年以降の母子健康手帳の印刷・配布に必要な予算確保は、原則として保健庁の責任で

行われる。また、技術的な持続性を確保するためにも、継続的な研修に必要な一定の予算も

割当てていく必要がある。保健庁は独自予算の一定額をこれらに割り当てる意思をもってお

り、2014 年以降の印刷予算を何らかの形で確保していくことが保健庁、UNICEF、JICA など

の関係者間で確認されているものの、実質的な予算確保は大きな課題である。なお、印刷の
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品質にもよるが、母子健康手帳の印刷単価は約 1.3USD である。 

 

（3）技術的側面 

技術的な持続性はおおむね高い。 

本プロジェクトではパレスチナの持続性を意識した活動をこれまで継続してきており、保

健庁に対して NCC の設立や機能強化を支援した。また、母子健康手帳の運用を標準化する

ために、フェーズ１で作成した母子健康手帳ガイドラインをアップデートする形で公式なマ

ニュアルを作成している。母子健康手帳や産前ケアの技術研修はパッケージ化されており、

必要に応じてこれらを直接活用することが可能である。これら研修は TOT により養成され

た研修講師（MCH 監督官）が担当しており、研修後も定期的な支援型監督指導が行われて

いる。なお、母子健康手帳及び産前ケアの研修で一定のレベルに達しなかった受講者は、MCH

監督官によるフォローアップののち合格するまで再試験を行ったことで、全県の現場レベル

の医療従事者の底上げを行っている。したがって、現場レベルでの母子健康手帳を用いた

MCH/RH サービス提供に係る技術的持続性は一定程度担保されたものと考えられる。 

成果 3 の達成度で述べたとおり、NCC は保健庁や UNRWA、主要な NGO の協調のもとで

監督母体として機能しているが、NCC の実質的な事務局機能はプロジェクトが担ってきた。

NCC の監督機能の維持は、今後の母子健康手帳を用いた MCH/RH サービスの持続性の鍵と

なることから、プロジェクトは残りの期間で必要な事務局機能を整理し、適切に保健庁に引

き継ぐことが必要である。 

 

（4）総合的持続性 

現場レベルの医療従事者の母子健康手帳を用いた MCH/RH サービス提供能力は向上し、

質の維持のためのメカニズムも存在していることから、技術的持続性は期待できる。しかし

ながら、質の高い MCH/RH サービスの提供を維持するには母子健康手帳が継続して供給さ

れ続ける必要があるため、財政的持続性の強化に向けた周到な準備が求められる。また、関

係機関で協調の取れた MCH/RH サービスを継続するためには NCC が監督母体として機能し

続けることが必要であり、NCC 機能維持のための政策的支援がなされることが期待される。 

 

４－６ 結論 

2006 年にラマラ県とジェリコ県でパイロットとして導入されて以降、母子健康手帳はパレスチ

ナ全域に急速に広まった。2010 年には、ヨルダン川西岸地区で母親の 10 人に 9 人（89％）、ガザ

地区においても 3 人に 2 人（62％）に行きわたっていることが確認されている。ガザ地区での手

帳配布が 2010 年に開始されたばかりであったことに鑑みるなら、同地区での普及率は更に高ま

っていることが想定される。また、プロジェクトが 2012 年にヨルダン川西岸地区を対象に実施

した調査からは、既往歴（95％）、産前健診（97％）、予防接種（97％）、成長モニタリング（98％）

など、高い記入率が確認された。さらに、手帳を受け取った母親の 10 人中 9 人（93％）は健康

教育の部分に目を通しており、同 7 人（71％）が保健施設の医療従事者から手帳に書かれている

ことの説明を受け、3 人に 2 人（65％）は手帳に書かれている内容を家族と共有したと回答して

いる。パレスチナで、妊娠・出産・子育てを経験する母親にとって、母子健康手帳は今やなくて

はならない存在となっている。 
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比較的短期間で実現したこれらの成果は、保健庁主導の下、JICA、UNRWA、UNICEF、関連

NGO による NCC での調整を通じて共同して取り組んだことに負っている。特に、ガザ地区にお

ける手帳の普及は、プロジェクトによる直接支援が限られるなか、主に保健庁と UNICEF によっ

て進められたことは特筆に値する。ヨルダン川西岸地区については、延べ 805 人の医療従事者が

プロジェクトを通じて手帳の使い方を学んでいる。 

パレスチナにおいては、移動制限やサービスに対する選考によって、妊娠中の女性が受診医療

施設を変えることは一般的である。したがって、妊娠・出産や育児の記録を女性が保有すること

に対するニーズが元々高い環境にある。また、プロジェクトの調査や調査団によるインタビュー

を通じて、多くの母親が手帳を従来の家族からの情報を補完する（あるいはそれに代わる）信頼

できる健康情報源として認識していることが確認できた。 

今フェーズにおいて追加された重要な活動に、母子保健サービスの全体的な質向上をめざした

取り組みがある。ヨルダン川西岸地区については、プロジェクトの支援で 538 人の医療従事者・

関係者が産前ケアの改善に焦点を当てた研修を受けている。加えて、一般医を対象とした超音波

診断技術に係る研修も、全 12 地区を対象に展開中である。これらに加え、基礎的な医療機材の

供与もなされた。これらの支援もあり、10 人中 9 人を超える（92％）女性が、提供される母子保

健サービスに満足しているとの結果が、プロジェクトの調査によって確認されている。 

現在最大の懸念は、2014 年以降の母子健康手帳印刷経費の確保と、定期的に手帳の内容見直し

を図っていくための仕組みの持続性である。プロジェクトの支援を通じたマネジメントの向上に

よる重複配布の減少（西岸地区では 163～116％へ）と効率改善、医師・看護師の卒前研修への母

子健康手帳研修の統合（全 16 校中 12 校に導入オリエンテーション実施、うち 2 校が既に導入済

み）は、持続性強化に貢献することが期待される。 

プロジェクト期間中にプロジェクト目標は達成見込みであり、評価５項目はおおむね満足のい

くレベルのものであることから、本プロジェクトは討議議事録（R/D）において示されるとおり、

2012 年 11 月に終了する。 
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第５章第５章第５章第５章    提言と教訓提言と教訓提言と教訓提言と教訓 

 

５－１ 提言 

（1）プロジェクト終了までにプロジェクト（保健庁/JICA）が取るべき措置 

1）NCC 及び NCC タスクフォースの持続性の担保に向けて、パレスチナ側のオーナーシッ

プの更なる強化を図るべく、NCC 事務局機能については、簡素化を行ったうえで、保健庁

に移譲すること。母子健康手帳については、定期的に内容の見直しを図ることを NCC の

活動の 1 つとして位置づけ、改訂のプロセスを検討する。 

2）公立病院における医師の母子健康手帳への記入率を高めることが肝要である。母子健康

手帳の活用の重要性について啓発を行うとともに、記入を促進するようフォローアップを

行うことが望ましい。 

3）人材養成機関（大学）の医師・看護師・助産師の養成課程への母子健康手帳の導入に関

し、既に実施した啓発活動のフォローアップを行い、導入を促進すること。 

4）プロジェクトの成果及び教訓について取りまとめ、母子健康手帳の活用促進にかかる関

係者のみならず、MCH/RH に係る関係者に対し、幅広く共有すること。 

 

（2）プロジェクト終了前から終了後も、主に保健庁が取るべき措置 

1）パレスチナ自治政府の公的プロセスに沿って、2014 年以降の母子健康手帳の印刷・配布

に必要な予算を確保すること。また、母子健康手帳に係る計画・予算化・印刷・配布及び

モニタリングに係る保健庁関係部署の役割分担について明確にすること。 

2）NGO パートナーがガザ地区で運営する PHC センターにおいても母子健康手帳が活用さ

れるよう、調整を行うこと。 

3）保健庁、または県保健局が保健庁の支援を受けて、保健医療従事者を対象とする母子健

康手帳の効果的な活用に係る継続研修を計画・開催すること。開催にあたっては、プロジ

ェクトで開発した研修パッケージが活用できる。 

4）民間セクターにおける母子健康手帳の活用にかかる政策・戦略の策定、また実際の介入

について NCC において協議すること。民間セクターからの代表者を NCC に迎え、検討を

進めることも一案である。 

 

（3）プロジェクト終了前から終了後も、主に JICA が取るべき措置 

中東地域及びその他の地域のニーズ・関心に応じて、母子健康手帳の普及にかかる技術リ

ソースとしてプロジェクト関係者の協力を得て、パレスチナの経験を共有する場を設けるこ

と。 

 

５－２ 教訓 

（1）パレスチナにおいては周産期ケアに携わる関係機関が多いことから、フェーズ１より関係

機関との調整及び連携の基盤ができていたことが、パレスチナ全域における母子健康手帳の

普及が早期に達成した大きな要因であった。母子健康手帳開発段階より関係機関を巻き込ん

だことで、それぞれのオーナーシップの醸成が促進されたことにより、プロジェクトでは直

接関与することのできなかったガザ地区においても、関係機関の努力により母子健康手帳が
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普及されるという成果につながった。関係者が多岐にわたる場合、NCC のように、被援助国

政府のリーダーシップの下で関係者間の調整を図るための仕組みが機能することが有効で

ある。 

 

（2）パレスチナにおいては、母子保健にかかわる保健医療サービスへのアクセスが比較的容易

であるという環境が、母子健康手帳の普及・活用に貢献していると考えられる。十分な訓練

を受けた保健医療従事者が多く、彼らの存在が重要な役割を果たしたものと思われる。母子

健康手帳の導入においては、当該国の保健医療事情に係る分析を行い、状況に応じて、サー

ビス提供に係る強化を母子健康手帳の導入と同時並行で行うことが求められる。 

 

（3）本プロジェクトにおいては、プロジェクト期間終了後も母子健康手帳が継続的に利用され

るよう、印刷・配布にかかる予算確保について、先方政府とプロジェクト期間中に協議を重

ねた。持続性の担保のため、先方政府とのコストシェアについてはプロジェクト期間中に取

り組まれることが望ましい。また、先方政府の実施機関に対するプロジェクトの運営面での

引き継ぎについても、プロジェクト期間終了までの間に段階的に行われるべきである。加え

て、本プロジェクトでは活動の一環として母子健康手帳の利用にかかるインパクト評価調査

を行ったが、このようにプロジェクトによる介入の効果及びコストパフォーマンスに係るイ

ンパクト評価を行うことにより、政策へのアドボカシーを可能にするためのエビデンスを得

られることから、評価の対象となるパイロット活動と組み合わせ、プロジェクト活動の一環

として取り組まれることが望ましい。 

 

（4）本プロジェクトでは PDM の改訂を複数回行っているが、指標の一部については明確な達

成度が規定できていないものや、途中段階より追加したことによりベースラインのデータが

入手できず、介入前後の比較が行えないものもあった。成果やプロジェクト目標の達成度を

測定するための指標は、客観的に測定可能な数値目標や達成していることを示す状態、達成

時期などが網羅されている必要がある。計画段階で具体的な目標値などの設定が困難な場合

はベースライン調査等を実施し、新規活動開始後にできるだけ早期に決定することが望まし

い。 

 

（5）終了時評価において、本プロジェクト指標の一部について、民間病院/PHC センター数な

どの入手が困難であるものや、上位医療施設へのリファラル率等の尺度として適切でないも

のも見受けられた。このため、各指標については、最終的な評価のみに使用するのではなく、

内容によってはモニタリング評価に有効利用し、定期的に成果をモニタリングできる仕組み

をプロジェクト計画時点から包含し、プロジェクトを運営することが望ましい。これにより、

指標そのものの論理的検証が行われ、PDM 上の不整合などの問題に早期に対応できるものと

考えられる。 
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第６章第６章第６章第６章    団団団団長所感長所感長所感長所感 

 

本プロジェクトの最大の成果は、フェーズ 1、フェーズ 2 にわたる協力を通じて、パレスチナ

のほぼすべての妊産婦に母子健康手帳が行きわたる仕組みを、保健庁のリーダーシップの下、国

連機関や NGO との共同によってつくり上げたことである。特に、安全対策上制約があったにも

かかわらず、ヨルダン川西岸地区のみならずガザ地区においても母子健康手帳が着実に妊産婦に

届いていることは、統合された行政サービスが提供されていることを示すものであり、物理的か

つ政治的に分断され、主権が制約された状況にあるパレスチナにおいて、象徴的な意味をもつ。

母子健康手帳は、妊娠・出産・育児を通した継続ケアにかかる記録・教育のツールとして、また、

サービス提供者と妊産婦や、妊産婦と家族をつなぐコミュニケーションのツールとして活用され

ており、パレスチナの妊産婦にとってなくてはならないものとして受け入れられている。フェー

ズ 1 からフェーズ 2 への移行に伴うプロジェクト運営上の困難な状況を乗り越え、全世界のモデ

ルともなる大きな成果を成し遂げたすべての関係者の労を多とし、感謝申し上げたい。 

本プロジェクト終了後も、保健庁のリーダーシップの下、関係機関の共同により、母子健康手

帳が引き続き活用されていくことを、切に願うものである。 
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